
（平成２２年１１月１０日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 20 件

国民年金関係 5 件

厚生年金関係 15 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 25 件

国民年金関係 4 件

厚生年金関係 21 件

年金記録確認福岡地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



  

福岡国民年金 事案 2170 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 47 年 10 月から 49 年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年 10月から 49年９月まで 

私は、昭和 47 年にＡ市からＢ市に転居し、49 年９月まで私の実家に夫婦

で同居していた。その際に母が私の将来のことを思って、その当時国民年

金保険料を集金していた婦人会に、申立期間の保険料を納付してくれた。

同年 10 月に実家を離れて同市Ｃ区に転居したが、その時からしばらくの間

は保険料を納付していなかった。 

今回、申立期間が未加入期間とされていたので、年金事務所で納付記録

を照会したところ、申立期間については国民年金保険料が納付されている

ことは確認できるものの、任意加入被保険者資格を喪失した後の未加入期

間の納付であることから、納付済期間としては認められず、保険料を還付

するとのことであった。 

しかし、資格喪失届を出した後に保険料の納付を続けることは考えられ

ないので、保険料の還付ではなく保険料の納付済期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

特殊台帳では、申立期間の国民年金保険料は納付済みとされ、還付された

形跡は見当たらないところ、Ｄ年金事務所では、オンライン記録及び同台帳の

資格得喪欄に、申立人が昭和 47年 10月１日に国民年金任意加入被保険者資格

を喪失している記録があることから、申立期間の保険料については、還付を行

う旨の決議を行っている。 

しかしながら、昭和 47 年 10 月１日に国民年金任意加入被保険者の資格を

喪失しているにもかかわらず、喪失後の昭和 48年度及び 49年度の国民年金保

険料の納付書が申立人に発行されることは考え難い上、特殊台帳に記載された



  

同被保険者資格の喪失日の上にはゴム印が押され、年月日を明確に判読するこ

とが困難であること、及び申立人は 49 年 10 月にＢ市Ｅ区（現在は、同市Ｆ

区）の実家から同市Ｃ区に転居し、しばらくの間は保険料を納付していなかっ

たと供述していることなどを踏まえると、申立人が資格喪失日に係る記録事務

に過誤があった可能性は否定できず、申立期間は国民年金の任意加入被保険者

期間であり、保険料が納付されていたものと考えるのが自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 

 



  

福岡国民年金 事案 2171 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 40 年４月から 41 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 40年４月から 41年３月まで 

私は、昭和 39 年 10 月に結婚し、夫と共に家業を営んでいた。結婚当初

は年金とは無縁であると思い、国民年金には加入していなかったが、お客

さんと年金の話をしているうちに、将来のことを考えると国民年金に加入

した方が良いと思い、夫婦二人分の国民年金保険料を自宅に来る集金人に

納付していた。 

申立期間について、夫は国民年金保険料が納付済みとされているのに、

私は未納とされていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 41 年４月に払い出されており、同

年同月から申立人が 60 歳に到達する平成 16 年まで、申立期間を除く国民年

金保険料の未納は無く、申立人の保険料の納付意識の高さがうかがえる。 

また、国民年金手帳記号番号が払い出された時点では、申立期間の国民年

金保険料は現年度納付することが可能である上、申立人及びその夫が所持する

国民年金手帳において保険料の納付日が確認できる期間については、ほぼ同一

日に保険料が納付されていることから、申立期間当時の申立人及びその夫の納

付行動は同一であったと推認されるところ、申立人の夫は申立期間の保険料が

納付済みとされていることから、申立人についても申立期間の保険料が納付さ

れていたものと考えるのが自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 



  

福岡国民年金 事案 2172 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 52 年４月から 53 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 52年４月から 53年３月まで 

年金記録を確認したところ、申立期間の国民年金保険料が未納となってい

ることを知った。昭和 53 年３月ごろにＡ市Ｂ区役所で国民年金の加入手続

を行った際、職員から過去２年間の保険料をさかのぼって納付できると聞

いたので、納付書をもらって一括して保険料を納付した記憶がある。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 53 年３月ごろにＡ市Ｂ区役所で国民年金に加入し、国民年

金保険料を２年間さかのぼって納付したと供述しているところ、申立人の国民

年金手帳記号番号は、同年３月１日に同市同区において払い出されていること

が確認できるとともに、この時点では、申立期間は現年度納付することが可能

な期間である。 

また、申立人は、昭和 53 年３月 13 日に、この時点で最大限さかのぼって

納付することが可能な 51年１月から 52年３月までの国民年金保険料を過年度

納付していることが確認できることから、その直後の現年度納付となる申立期

間についても、併せて納付していたものと考えるのが自然である。 

さらに、申立人は、当時の国民年金保険料を金融機関において納付したと

供述しており、申立人が納付したとしている額は、既に納付済みとされている

前述の期間及び申立期間の保険料総額とおおむね合致する。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 



  

福岡国民年金 事案 2173 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 53 年１月から同年５月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 女   

基礎年金番号 ：    

生 年 月 日 ： 昭和 26年生   

住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 53年１月から同年５月まで          

昭和 53 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、社会保険

事務所（当時）から納付書が送られてきたので、同年７月 28 日にＡ郵便局

で納付し、同年４月及び同年５月の国民年金保険料については、同年７月

３日に市役所から依頼された集金人に自宅で同年６月の国民年金保険料と

同時に納付した。 

還付された記憶は無いので、申立期間の納付記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の所持する領収書により、申立期間の国民年金保険料を納付していた

ことが確認できるものの、国民年金保険料還付整理簿により、申立人の昭和

53 年１月から同年３月までの国民年金保険料が 54 年３月 27 日に還付されて

いることが確認でき、Ｂ市Ｃ区役所作成の国民年金被保険者名簿により、53

年４月及び同年５月の国民年金保険料が同年７月及び同年８月の国民年金保

険料に充当されていることが確認できる。 

   しかしながら、申立人は、昭和 53年１月 26日に厚生年金保険の被保険者資

格を喪失していることから、申立期間を含む同年１月 26 日から同年６月＊日

に婚姻するまでの期間は国民年金の強制加入被保険者期間であり、Ｂ市Ｃ区

役所及び社会保険事務所が申立人の申立期間に係る国民年金保険料を納付不

要とする合理的な理由は無いことから、申立期間については、国民年金の強

制加入被保険者として加入申出があったにもかかわらず、適正な事務処理が

なされていなかったものと推認され、申立期間について一度納付された国民

年金保険料を還付又は充当することは適正な事務処理とは言い難く、納付さ

れた国民年金保険料が還付又は充当される前は納付済期間となっていたこと

から、申立期間の保険料が納付されたものとするのが相当である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 

 



  

福岡国民年金 事案 2174 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和52年４月から53年６月までの国民年金保険料については、納付

していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女   

基礎年金番号 ：    

生 年 月 日 ： 昭和 31年生   

住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 52年４月から 53年６月まで 

    私は、専門学校を卒業した時、すぐには国民年金に加入していなかったが、

昭和 53 年ごろ父が私の国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を 52

年４月までさかのぼって納付してくれた。 

社会保険事務所（当時）に国民年金の納付記録を確認したところ、申立

期間の国民年金保険料は未納と記録されているとの回答であったが、Ａ県

Ｂ町（現在は、Ｃ市）役場が発行した「国民年金保険料納付状況等証明」

には、昭和 52 年４月から 55 年９月までの保険料は納付済みと記載されて

おり、申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が所持するＢ町長名で発行された「国民年金保険料納付状況等証明」

により、申立期間の国民年金保険料が納付済みと記載されていることが確認で

きるところ、当該証明書について、Ｃ市役所では、「旧Ｂ町役場が町民から転

出届が提出された際に、国民年金被保険者名簿により国民年金保険料の納付状

況を確認し、転出先市町村へ納付状況の提供を兼ねて交付していたもので、旧

Ｂ町役場が発行したものに間違いない。」と回答している。 

また、申立人は、国民年金加入期間について、申立期間を除き、国民年金

保険料をすべて納付している上、申立人の保険料を納付したとする申立人の父

親は、昭和 36 年４月から 60 歳に到達した 57 年＊月までの期間について、申

立期間を含め、国民年金保険料をすべて納付しており、46 年４月以降は付加

保険料を納付しているなど、申立人及びその父親の国民年金保険料の納付意識

の高さがうかがえる。 

さらに、申立人の転居地のＡ県Ｄ町役場が保管する申立人の国民年金被保

険者名簿により、申立期間の国民年金保険料は納付済みと記録されていること

が確認できる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



  

福岡厚生年金 事案 2825 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間については、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認められることから、申立

期間の標準報酬月額に係る記録を 30万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、当該期間の上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する

義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 58年 10月１日から 59年 10月１日まで 

Ａ社Ｂ支店に勤務していた申立期間に係る標準報酬月額が、実際に給与

から控除されていた厚生年金保険料に見合う標準報酬月額と相違している

ので、申立期間に係る標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の標準報酬月額については、申立人が提出した昭和 58 年 10 月から

59 年９月までの期間に係る給与明細書において確認できる報酬月額及び厚生

年金保険料控除額から判断すると、申立人は、申立期間において、オンライン

記録上の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料額より多い保険料額を給与から

控除されていることが認められる。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に

基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付

が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及

び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、

これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の申立期間における標準報酬月額については、30 万円

とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主は、申立人の標準報酬月額に係る事務手続に誤りがあったのでは



  

ないかと思われると回答していることから、事業主は、給与明細書で確認でき

る報酬月額又は保険料控除額に見合う報酬月額を届け出ておらず、その結果、

社会保険事務所（当時）は、当該報酬月額に見合う標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料（訂正

前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 2826 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間については、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認められることから、申立

期間の標準報酬月額に係る記録を 11万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主が当該期間の上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義

務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 18年４月１日から同年９月１日まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務していた申立期間に係る標準報酬月額が、

実際に給与から控除されていた厚生年金保険料に見合う標準報酬月額と相

違しているので、申立期間に係る標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の標準報酬月額については、Ｂ社が提出した平成 18 年４月から同年

８月までの期間に係る基準給与簿において確認できる報酬月額及び厚生年金保

険料控除額から判断すると、申立人は、申立期間において、オンライン記録上

の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料額より多い保険料額を給与から控除さ

れていることが認められる。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に

基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付

が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及

び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、

これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の申立期間における標準報酬月額については、11 万円

とすることが妥当である。 

なお、事業主が当該期間の上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義



  

務を履行したか否かについては、事業主は不明としており、このほかに確認で

きる関連資料及び周辺事情が無いことから、明らかでないと判断せざるを得な

い。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの標準報酬月額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 2827 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保

険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立

期間の標準賞与額に係る記録を平成 17 年 12 月 22 日は 30 万円、18 年８月 10

日は 30万円、同年 12月 22日は 30万円とすることが必要である 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 32年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 17年 12月 22日 

             ② 平成 18年８月 10日 

             ③ 平成 18年 12月 22日 

Ａ社から支給されたすべての申立期間に係る賞与から当該賞与額に見合

う厚生年金保険料が控除されていたにもかかわらず、年金額の計算の基礎

となる標準賞与額とならない記録とされているので、すべての申立期間に

ついて、年金額の計算の基礎となる標準賞与額の記録として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した平成 17 年 12 月 22 日、18 年８月 10 日及び同年 12 月 22 日

に係る賞与明細一覧表から判断すると、申立人は申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立人の標準賞与額については、平成 17 年 12 月 22 日は 30 万円、

18 年８月 10日は 30万円、同年 12 月 22 日は 30 万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、オンライン記録から、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した

後の平成 22年７月 27日に、事業主は、申立人の申立期間に係る標準賞与額に



  

ついて届出を行っていなかったことを認めた上で、申立てに係る賞与支払届を

提出していることが確認できることから、社会保険事務所（当時）は、申立人

に係る申立期間の標準賞与額に基づく厚生年金保険料について納入の告知を

行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認め

られる。 

 



  

福岡厚生年金 事案 2828 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保

険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立

期間の標準賞与額に係る記録を平成 17 年 12 月 22 日は５万円、18 年８月 10

日は１万円、同年 12月 22日は３万円とすることが必要である 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 39年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 17年 12月 22日 

             ② 平成 18年８月 10日 

             ③ 平成 18年 12月 22日 

Ａ社から支給されたすべての申立期間に係る賞与から当該賞与額に見合

う厚生年金保険料が控除されていたにもかかわらず、年金額の計算の基礎

となる標準賞与額とならない記録とされているので、すべての申立期間に

ついて、年金額の計算の基礎となる標準賞与額の記録として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した平成 17 年 12 月 22 日、18 年８月 10 日及び同年 12 月 22 日

に係る賞与明細一覧表から判断すると、申立人は申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立人の標準賞与額については、平成 17 年 12 月 22 日は５万円、18

年８月 10日は１万円、同年 12月 22日は３万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、オンライン記録から、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した

後の平成 22年７月 27日に、事業主は、申立人の申立期間に係る標準賞与額に



  

ついて届出を行っていなかったことを認めた上で、申立てに係る賞与支払届を

提出していることが確認できることから、社会保険事務所（当時）は、申立人

に係る申立期間の標準賞与額に基づく厚生年金保険料について納入の告知を

行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認め

られる。 

 



  

福岡厚生年金 事案 2829 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保

険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立

期間の標準賞与額に係る記録を平成 17 年 12 月 22 日は５万円、18 年８月 10

日は２万円とすることが必要である 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 52年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 17年 12月 22日 

             ② 平成 18年８月 10日 

Ａ社から支給された両申立期間に係る賞与から当該賞与額に見合う厚生

年金保険料が控除されていたにもかかわらず、年金額の計算の基礎となる

標準賞与額とならない記録とされているので、両申立期間について、年金

額の計算の基礎となる標準賞与額の記録として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した平成 17 年 12 月 22 日及び 18 年８月 10 日に係る賞与明細一

覧表から判断すると、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立人の標準賞与額については、平成 17 年 12 月 22 日は５万円、18

年８月 10日は２万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、オンライン記録から、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した

後の平成 22年７月 27日に、事業主は、申立人の申立期間に係る標準賞与額に

ついて届出を行っていなかったことを認めた上で、申立てに係る賞与支払届を

提出していることが確認できることから、社会保険事務所（当時）は、申立人

に係る申立期間の標準賞与額に基づく厚生年金保険料について納入の告知を

行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認め

られる。 



  

福岡厚生年金 事案 2830 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録

を平成 18年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 62万円とすること

が必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 30年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 18年３月 31日から同年４月１日まで 

Ａ社から同社の関連会社であるＢ社に異動した際の申立期間に係る厚生

年金保険の被保険者記録が確認できない。申立期間において継続して勤務

していたことは事実であるので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の被保険者記録、Ａ社及びＢ社の関連事業所であるＣ社が提出し

た申立人の職員調書、並びに申立人が提出した平成 18 年３月の給与明細書か

ら判断すると、申立人がＡ社及び同社の関連会社であるＢ社に継続して勤務し

（平成 18 年４月１日にＡ社からＢ社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、平成 18 年３月の給与明細書及

び申立人のＡ社における同年２月のオンライン記録から、62 万円とすること

が妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主は申立人に係る厚生年金保険被保険者資格の喪失日について誤っ

た日付で届出を行ったことを認めている上、健康保険厚生年金保険被保険者資

格喪失届においても、申立人の厚生年金保険被保険者資格の喪失日は平成 18

年３月 31 日と記載されていることが確認できることから、社会保険事務所



  

（当時）の記録どおりの届出が事業主から行われ、その結果、社会保険事務所

は、申立人に係る同年３月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会

保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充

当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る申

立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 2831 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が主

張する標準報酬月額であったと認められることから、申立期間の標準報酬月額

を 24万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女   

    基礎年金番号 ：    

    生 年 月 日 ： 昭和 37年生   

    住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年８月１日から７年６月 16日まで 

年金事務所に厚生年金保険の被保険者記録を照会したところ、Ａ社に勤務

していた申立期間に係る標準報酬月額が、同社を退職後に 24 万円から 20万

円に引き下げられていることが分かった。 

申立期間の標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によれば、申立人のＡ社における申立期間の厚生年金保険

の標準報酬月額は、当初、24 万円と記録されていたが、申立人が申立事業所

を退職した約３か月後の平成７年９月 22 日付けで、厚生年金保険被保険者資

格の取得日である６年８月１日にさかのぼって 20 万円に引き下げられている

ことが確認できる上、申立事業所に係る厚生年金保険の被保険者記録が確認で

きる９人についても、申立人と同様に標準報酬月額が７年９月 22 日付けでさ

かのぼって引き下げられていることが確認できる。 

また、雇用保険の被保険者記録により、Ａ社における申立人の雇入時の賃

金は 23 万 9,000 円であることが確認でき、当該賃金は前述のオンライン記録

に当初記録されている標準報酬月額とほぼ符合したものとなっている上、申立

事業所の社会保険事務を受託している社会保険労務士事務所が保管する事業所

台帳により、申立期間当時、申立人に係る標準報酬月額は 24 万円と記録され

ていることが確認でき、当該記録はオンライン記録の当初の記録とも符合して

いる。 

さらに、前述の９人のうち１人が提出した申立期間当時の給与明細書に記

載されている厚生年金保険料に見合う標準報酬月額は、平成７年９月 22 日付



  

けでさかのぼって訂正する以前の標準報酬月額と一致している。 

加えて、申立人及び複数の同僚は、当時、申立事業所の経営状況が悪かっ

たことを供述している。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、このような処理

を行う合理的な理由は無く、申立人の申立期間の標準報酬月額について、有効

な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は

事業主が社会保険事務所に当初届け出た 24 万円に訂正することが必要である。 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 2832 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者の資格取得日は昭和 19年 10月

１日、資格喪失日は 21年１月 30日であると認められることから、申立人に係

る厚生年金保険被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正することが

必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、１万円とすることが妥当であ

る。 

    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男   

    基礎年金番号 ：    

    生 年 月 日 ： 大正 10年生   

    住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 15年４月１日から 21年４月１日まで 

    年金事務所に厚生年金保険の被保険者記録を照会したところ、Ａ社に在籍

していた申立期間について、厚生年金保険の被保険者記録が無い旨の回答

を受けた。 

昭和 15 年４月にＡ社Ｂ支店に入社し、応召期間を経て 21 年２月ごろに

復員した後、同年４月にＣ社に勤務するまでの期間において、Ａ社に継続

して在籍していたはずであるので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期

間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人に係る厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）では、申立期間のＡ社に

おける厚生年金保険の被保険者記録は確認できない上、厚生年金保険被保険

者記号番号払出簿でも、申立人の厚生年金保険被保険者資格の取得日は昭和

21 年４月１日となっており、申立期間における申立人の被保険者記録は確認

できない。 

   しかしながら、終戦当時の履歴証明事務を所管するＤ県担当課が提出した申

立人に係る「軍兵籍」により、申立人は、昭和 17 年１月 10 日に召集され、

数度の転属を経て 21 年１月 30 日に召集解除となったことが確認できる上、

申立人が保管していた、当時のＡ社本店人事部が申立人あてに送付した手紙

では、申立人の応召期間に係る給与の未払等に関する経過説明が記述されて



  

いること、及び申立人が記憶している、当時の同社における勤務実態から召

集に至るまでの詳細な供述から判断すると、申立人は、少なくとも昭和 16 年

12 月より以前から 21 年１月 30 日までの期間について、申立事業所に継続し

て在籍するとともに、17 年１月 10 日から 21 年１月 30 日までの期間において

兵役に就いていたことが認められる。 

   また、当時のＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、申立期

間において厚生年金保険の被保険者記録が確認できる者で、Ｅ国各地におい

て兵役に就いていたとする５人のうち、日本国内で同社に採用され、転勤に

よる海外赴任中に召集されたとする４人は、いずれも「召集されていた期間

は、Ａ社本店人事部付とされ、応召期間中の給与については、日本国内の留

守宅等に送金されており、厚生年金保険にも加入していた。」と供述してい

る上、申立人と同様に同社の海外支店で採用され、在勤中に召集されたとす

る一人は、「私はＥ国Ｆ職業学校を卒業後、昭和 19 年３月に召集されるまで

の期間については、Ａ社Ｇ支店Ｈ出張所に勤務していたが、応召期間中は同

社本店人事部付となり、給与は同社本店においてＩ県の実家に送金されてお

り、厚生年金保険にも加入していた。」と供述していることから判断すると、

当時、同社では、応召期間中の従業員を、同社本店に所属する者として給与

を支給し、厚生年金保険に加入させる取扱いを行っていたことがうかがえる。 

さらに、当時の厚生年金保険法第 59 条の２では、昭和 19 年 10 月１日から

22 年５月２日までの期間において被保険者が陸海軍に徴集又は召集された期

間については、その厚生年金保険料を被保険者及び事業主共に全額を免除し、

被保険者期間として算入する旨規定されている。 

   したがって、申立人が召集されていた期間については、仮に被保険者として

の届出が行われておらず、厚生年金保険法第 75 条本文の規定による、時効に

よって消滅した保険料に係る期間であっても、年金額の計算の基礎となる被

保険者期間とすべきものであると考えられる。 

   以上のことから、申立人の資格取得日は、申立事業所が厚生年金保険の適用

事業所に該当することになり厚生年金保険料の控除が開始された昭和 19 年 10

月１日、資格喪失日は軍兵籍の召集解除日（除隊）である 21 年１月 30 日と

することが妥当である。 

   なお、当該期間の標準報酬月額については、厚生年金保険法及び船員保険法

の一部を改正する法律（昭和 44 年法律第 78 号）附則第３条の規定に準じ、

１万円とすることが妥当である。 

   一方、申立期間のうち、昭和 15 年４月１日から昭和 16 年 12 月までの期間

については、事業主及び同僚から、申立人のＡ社における入社時期について

特定できる関連資料及び供述を得ることができず、当該期間における勤務実

態を確認することができない。 

また、申立期間のうち、昭和 16 年 12 月から 19 年６月１日までの期間につ



  

いては、厚生年金保険法の前身である労働者年金保険法が 17 年１月に施行さ

れた後、適用準備期間を経て同年６月から保険料の徴収が開始されているが、

同法における被保険者は、一定の業種の事業所に使用される男子労働者（一般

職員除く。）と定められており、一般職員である事務職員の申立人は対象では

ない。 

さらに、申立期間のうち、昭和 19 年６月１日から同年９月 30 日までの期

間については、厚生年金保険法が同年６月に施行された後、同法の適用準備

期間として、厚生年金保険の被保険者期間に算入しない期間であり、厚生年

金保険料の徴収は同年 10 月から開始することが定められていることから、申

立人は、当該期間において、厚生年金保険の被保険者であったとは考え難い。 

   加えて、申立期間のうち、昭和 21年１月 30日から同年４月１日までの期間

については、申立人は、帰国後、同社の業務には従事しておらず、給与も受

領した記憶が無いと供述している上、申立人と同様にＥ国各地において兵役

に就いていたとする前述の５人は、いずれも終戦後に帰国してＡ社から同社

の関連会社に仕事を紹介されて勤務するまでの期間について、厚生年金保険

の被保険者記録が無い期間があると供述していることから判断すると、当時、

同社では、帰国後に召集解除（除隊）がなされた従業員について必ずしも厚

生年金保険に継続して加入させる取扱いを行っていたとは限らない事情がう

かがえる。 

   また、申立人が、申立期間のうち昭和 21 年１月 30日から同年４月１日まで

の期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを

確認できる給与明細書等の資料は無く、このほか、申立人の当該期間におけ

る厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当た

らない。 

   これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間のうち昭和 15 年４月１日から 19

年９月 30 日までの期間及び 21 年１月 30 日から同年４月１日までの期間に係

る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めること

はできない。 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 2833 

 

第１ 委員会の結論 

１ 申立人は、申立期間①の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係

る記録を昭和 25 年２月５日、資格喪失日に係る記録を 26 年５月１日とし、

申立期間①の標準報酬月額を 5,000円とする必要がある。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間①の厚生年金保険料を納付する

義務を履行していないと認められる。 

２ 申立人は、申立期間②の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＢ社における資格取得日を昭

和 28 年 11 月１日に訂正し、申立期間②の標準報酬月額を 6,000 円とする

必要がある。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間②の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男   

    基礎年金番号 ：    

    生 年 月 日 ： 昭和７年生   

    住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 25年２月５日から 26年５月１日まで  

② 昭和 28年 11月１日から同年 12月１日まで 

昭和 25 年２月５日にＡ社Ｃ事業所に入社し、同社Ｃ事業所の年金事務担

当者に、以前に勤務していた事業所の厚生年金保険被保険者証を手渡した

記憶があり、厚生年金保険料が給与から控除されていたと思う。 

Ａ社Ｃ事業所は、昭和 26 年５月に同社から独立し、新会社設立によりＤ

社と名称変更されたので、申立期間①については、Ａ社において厚生年金

保険に加入していたと思う。 

また、昭和 28 年 11 月にＤ社からＢ社に転勤したが、同社における厚生

年金保険被保険者資格の取得日は同年 12月 1日となっており、申立期間②

に係る厚生年金保険の被保険者記録が確認できない。 

申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

   

 



  

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、Ａ社及びＡ社等の関連グループの社会保険事務を

引き継ぎ、一括処理しているＥ社が提出した人事台帳から判断すると、申

立人が昭和 25 年２月５日にＡ社Ｃ事業所に入社し、申立期間①において継

続して勤務していたことが認められる。 

また、適用事業所名簿によると、Ａ社Ｃ事業所は厚生年金保険の適用事

業所に該当しておらず、Ｄ社は昭和 26 年５月１日に新たに厚生年金保険の

適用事業所となっており、申立期間①においてＡ社Ｃ事業所及びＤ社は厚

生年金保険の適用事業所として確認できないものの、Ｅ社は、「当時、Ａ

社Ｃ事業所はＡ社の所属であり、同社Ｃ事業所の従業員は、Ａ社において

厚生年金保険に加入させる取扱いであった。申立人は同社の正社員であっ

たことから、同社において厚生年金保険に加入し、給与から厚生年金保険

料を控除していたと思われる。」と回答している。 

さらに、申立人がＡ社Ｃ事業所の入社時に在籍していたとして名前を挙

げた同僚６人は、Ｄ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によれば、

いずれも同社が厚生年金保険の適用事業所に該当することになった昭和 26

年５月１日に厚生年金保険被保険者の資格を取得していることが確認でき

るとともに、このうち５人は、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者

名簿によれば、Ｄ社が厚生年金保険の適用事業所に該当するまでの期間に

ついて、Ａ社において被保険者記録が確認できる。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料及び周辺事情を総合的に判

断すると、申立人は、申立期間①において、厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間①の標準報酬月額については、申立人と同一職種の同僚

に係る昭和 25 年２月の健康保険厚生年金保険被保険者名簿の記録から、

5,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は申立内容の根拠となる資料が保管されていないので不明

としているが、Ａ社に係る健康保険厚生年金被保険者名簿には申立人の名

前は確認できず、同社の事業主が申立てどおりに申立人に係る被保険者資

格取得届及び喪失届を提出したにもかかわらず、社会保険事務所（当時）

が被保険者資格の取得及び喪失のいずれの機会においてもこれを記録しな

いとは考え難いことから、事業主から社会保険事務所への資格の取得及び

喪失に係る届出は行われておらず、その結果、社会保険事務所は、申立人

に係る昭和 25 年２月から 26 年４月までの期間の保険料について納入の告

知を行っておらず、事業主は、申立人に係る申立期間①の厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 



  

２ 申立期間②については、雇用保険の被保険者記録及びＥ社が提出した人事

台帳から判断すると、申立人がＤ社及び同社の関連会社であるＢ社に継続

して勤務し（昭和 28 年 11 月 1 日にＤ社からＢ社に異動）、申立期間②に

係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認めら

れる。 

また、申立期間②の標準報酬月額については、申立人のＢ社に係る昭和

28 年 12 月の健康保険厚生年金保険被保険者名簿の記録から、6,000 円とす

ることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行した

か否かについては、事業主は申立内容の根拠となる資料が保管されていな

いので不明としており、このほかに、確認できる関連資料及び周辺事情は

無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が無いことから、行ったとは認められない。 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 2834 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間のうち、平成 10 年 12 月１日から 20 年１月１日までの期

間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたと認められることから、当該期間の標準報酬月額に

係る記録を 10年 12月から 11年３月までは 34万円、同年４月から同年７月ま

では 36 万円、同年８月から 12 年４月までは 32 万円、同年５月から同年７月

までは 34万円、同年８月から 13年２月までは 36万円、同年３月は 44万円、

同年４月は 36 万円、同年５月から 14 年７月までは 38 万円、同年８月及び同

年９月は 36万円、同年 10月及び同年 11月は 34万円、同年 12月から 15年６

月までは 36万円、同年７月から 16年１月までは 34万円、同年２月から 19年

３月までは 36 万円、同年４月から同年 12 月までは 41 万円に訂正することが

必要である。 

   なお、事業主は、当該期間の上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義

務を履行していないと認められる。 

   

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男   

    基礎年金番号 ：    

    生 年 月 日 ： 昭和 44年生   

    住    所 ：              

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 10年 11月 16日から 20年１月 21日まで 

    年金事務所に標準報酬月額の記録を照会したところ、Ａ社に勤務していた

申立期間に係る標準報酬月額が、実際に支給されていた給与支給総額より

低い金額で記録されていることが分かった。 

    申立期間に係る標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、平成 10 年 12 月１日から 20 年１月１日までの期間に係る

標準報酬月額については、申立人が提出した給与明細書及び預金取引明細記

録並びにＡ社が提出した賃金台帳等において確認又は推認できる報酬月額及

び保険料控除額から判断すると、申立人は、当該期間において、オンライン

記録の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料額を超える保険料額を給与から



  

控除されていることが認められる。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に

基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給

付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料

額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であるこ

とから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の標準報酬月額については、平成 10 年 12 月から 11 年

３月までは 34 万円、同年４月から７月までは 36 万円、同年８月から 12 年４

月までは 32 万円、同年５月から同年７月までは 34 万円、同年８月から 13 年

２月までは 36 万円、同年３月は 44 万円、同年４月は 36 万円、同年５月から

14 年７月までは 38 万円、同年８月及び同年９月は 36 万円、同年 10 月及び同

年 11 月は 34万円、同年 12月から 15年６月までは 36万円、同年７月から 16

年１月までは 34 万円、同年２月から 19 年３月までは 36 万円、同年４月から

同年 12月までは 41万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主は、厚生年金保険料額の算出及び控除について誤りを認めてい

る上、当該事業所が提出した申立人に係る賃金台帳等により確認又は推認で

きる報酬月額又は保険料控除額に見合う標準報酬月額とオンライン記録上の

標準報酬月額が当該期間のすべての期間について一致していないことから判

断すると、事業主は賃金台帳等で確認又は推認できる報酬月額又は保険料控

除額に見合う標準報酬月額を届け出ておらず、その結果、社会保険事務所

（当時）は、当該報酬月額に見合う厚生年金保険料について納入の告知を

行っておらず、事業主は、当該保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

一方、申立期間のうち、平成 10 年 11 月に係る標準報酬月額については、

前述の預金取引明細書において推認できる報酬月額及び保険料控除額に見合

う標準報酬月額は、オンライン記録の標準報酬月額を超えていないことが認

められることから、記録を訂正する必要は認められない。 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 2835 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間のうち、平成 12年５月から同年９月までの期間及び 15年

４月から同年６月までの期間に係る標準報酬月額については、 12 年５月から

同年８月までは 15 万円、同年９月は 16 万円、15 年４月から同年６月までは

18万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、当該期間の上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男   

基礎年金番号 ：    

生 年 月 日 ： 昭和 48年生   

住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成７年１月４日から 20年２月１日まで 

 Ａ社に勤務していた申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額が、実

際に支給されていた給与額に見合う標準報酬月額より低い金額で記録され

ている。申立期間の標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間のうち、平成 12年５月から同年９月までの期間及び 15年

４月から同年６月までの期間に係る標準報酬月額については、Ａ社が年金事務

所の事業所調査において、給料支払明細書（事業所控）に基づき記載し、提出

したとする厚生年金保険標準報酬月額調査確認票により確認できる報酬月額及

び厚生年金保険料の控除額から判断すると、申立人は当該期間において、オン

ライン記録の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料額を上回る保険料額を給与

から控除されていることが認められる。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基

づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が

行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び

申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、

これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 



  

したがって、申立人の申立期間のうち、平成 12 年５月から同年９月までの

期間及び 15 年４月から同年６月までの期間の標準報酬月額については、12 年

５月から同年８月までは 15 万円、同年９月は 16 万円、15 年４月から同年６

月までは 18万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は「当時の関連資料が無いため詳細は不明であるが、社会保険事務

所（当時）に届け出た標準報酬月額に基づき、厚生年金保険料を控除し、納付

していたと思われるが、当該期間については、誤った厚生年金保険料を控除し

ていたものと思われる。」と回答していることから、事業主は、前述の厚生年

金保険標準報酬月額調査確認票により確認できる報酬月額又は保険料控除額に

見合う標準報酬月額を届け出ておらず、その結果、社会保険事務所は、当該報

酬月額に見合う厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、

当該保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付

する義務を履行していないと認められる。 

一方、申立期間のうち、平成７年１月から 12 年４月までの期間、同年 10

月から 15 年３月までの期間及び同年７月から 20 年１月までの期間に係る標

準報酬月額については、申立人が所持する 17 年９月から同年 11 月までの期

間及び 18 年１月から 20 年１月までの期間の給料支払明細書、申立事業所が

保管する 18 年分、19 年分及び 20 年分の所得税源泉徴収簿兼賃金台帳、並び

に申立期間に係る厚生年金保険標準報酬月額調査確認票により、当該期間に

おける給与の総支給額は、申立人に係るオンライン記録の標準報酬月額を上

回るものの、上記の給料支払明細書、所得税源泉徴収簿兼賃金台帳及び厚生

年金保険標準報酬月額調査確認票により確認できる厚生年金保険料の控除額

は、いずれもオンライン記録の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控除

額と一致することが確認できることから、記録を訂正する必要は認められな

い。 

 



  

福岡厚生年金 事案 2836 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ営業所におけ

る資格喪失日に係る記録を昭和 33年 11 月１日に訂正し、申立期間の標準報酬

月額を１万 8,000円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 男   

基礎年金番号 ：    

生 年 月 日  ： 昭和３年生   

住    所 ：    

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 33年 10月 31日から同年 11月１日まで 

年金事務所に厚生年金保険の被保険者記録について照会したところ、申

立期間の被保険者記録が無いことが分かった。 

昭和 26 年２月にＡ社に入社し、45 年４月に退職するまでの期間について

同社の各営業所間における異動はあったものの継続して勤務していたので、

申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

 雇用保険の被保険者記録、Ｂ社が提出した申立人に係る退職者カードの記録、

及び同社の回答から判断すると、申立人がＡ社に継続して勤務し（昭和 33 年

11 月１日にＡ社Ｃ営業所から同社Ｄ営業所へ異動）、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ営業所におけ

る昭和 33 年９月の健康保険厚生年金保険被保険者名簿の記録から、１万

8,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主は、「当時の資料が保管されておらず不明であるが、厚生年金保

険被保険者資格の喪失日を昭和 33年 11月１日とすべきところ、当時の事務担

当者が誤って同年 10月 31日と届け出たと考えられる。」と回答していること

から、事業主が昭和 33 年 10 月 31 日を資格喪失日として届け、その結果、社



  

会保険事務所（当時）は申立人に係る同年 10 月の厚生年金保険料について納

入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その

後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含

む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 2837 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ工場におけ

る資格取得日に係る記録を昭和47年７月１日、資格喪失日に係る記録を同年８

月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を７万2,000円とすることが必要で

ある。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男   

    基礎年金番号 ：    

    生 年 月 日 ： 昭和17年生   

    住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和47年７月１日から同年８月１日まで 

昭和47年７月１日付けで、Ａ社Ｄ工場から同社Ｅ工場（現在は、Ｆ社Ｇ

工場）に転勤したが、申立期間における厚生年金保険の被保険者記録が確

認できない。 

Ａ社において配給業務に従事し、継続して勤務していたことに間違いな

いので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の被保険者記録、Ｂ社の回答及びＡ社Ｅ工場に係る健康保険厚生年

金保険被保険者名簿により厚生年金保険の被保険者記録が確認できる複数の同

僚の供述から判断すると、申立人はＡ社に継続して勤務し（Ａ社Ｄ工場から同

社Ｅ工場に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められる。 

   なお、適用事業所名簿によれば、Ａ社Ｅ工場が厚生年金保険の適用事業所に

該当することになったのは、昭和47年７月12日であることが確認できるところ、

前述の被保険者名簿により、同日に同社Ｅ工場において厚生年金保険被保険者

資格を取得している同僚23人について、同資格を取得する直前は、同社Ｃ工場

に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、同社Ｃ工場において厚生年

金保険の被保険者記録が確認できるとともに、複数の同僚及び事業主の回答か



  

ら判断すると、申立期間当時、同社Ｅ工場に配属された従業員については、同

社Ｃ工場において包括的に厚生年金保険に加入させる取扱いであったことが推

認できる。 

したがって、Ａ社Ｅ工場における勤務実態についての申立人の詳細な供述

及び同僚の供述、並びに前述の被保険者名簿により申立人が同社Ｅ工場で昭和

47年８月１日に厚生年金保険被保険者の資格を取得していることから判断する

と、申立人は、同年７月１日に同社Ｃ工場で厚生年金保険被保険者の資格を取

得し、同年８月１日に同社Ｃ工場で同資格を喪失したと推認される。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、前記の同僚のうち、昭和47年４

月１日以降にＡ社Ｃ工場で厚生年金保険被保険者の資格を取得している同僚の

記録、及び申立人の同社Ｄ工場に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿の同

年６月の記録から判断すると、７万2,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主は「確認できる関連資料が無いため不明である。」と回答してい

るが、仮に事業主から申立人に係る申立てどおりの被保険者資格の取得届が提

出された場合には、その後被保険者資格の喪失届を提出する機会があったこと

となるところ、いずれの機会においても社会保険事務所（当時）が記録の処理

を誤るとは考え難いことから、事業主から社会保険事務所に被保険者資格の取

得及び喪失に係る届出は行われておらず、その結果、社会保険事務所は、申立

人に係る昭和47年７月の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、

申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行していないと認

められる。 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 2838 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ事業所における資格喪失日に係

る記録及び同社Ｃ事務所における資格取得日に係る記録を昭和 32年４月 20日

に訂正し、申立期間の標準報酬月額を１万 6,000円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男   

    基礎年金番号 ：    

    生 年 月 日 ： 大正 10年生   

    住    所 ：    

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 31年６月１日から 32年 10月１日まで 

    昭和 27 年４月にＡ社に入社し、50 年６月に同社を退職するまでの期間に

おいて継続して勤務していたが、申立期間の厚生年金保険の被保険者記録

が確認できない。 

申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が所持するＡ社の社内報により、申立人が昭和 42 年 11 月 23 日に

「満 15 年永年勤続者」として表彰されていることが確認できること、事業主

の代理人からの回答、並びに同社Ｂ事業所及び同社Ｃ事務所に係る健康保険厚

生年金保険被保険者名簿により厚生年金保険の被保険者記録が確認できる複数

の同僚の供述から判断すると、申立人がＡ社に継続して勤務し（Ａ社Ｂ事業所

から同社Ｄ事務所に異動し、その後同社Ｄ事務所から同社Ｃ事務所に異動）、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められる。 

   一方、前述のＡ社Ｂ事業所及び同社Ｃ事務所に係る被保険者名簿により、申

立人は、昭和 31 年６月１日に同社Ｂ事業所において厚生年金保険被保険者の

資格を喪失し、32 年 10 月１日に同社Ｃ事務所において同資格を再度取得して

いることが確認できるものの、オンライン記録によれば、申立期間における被

保険者記録は確認できない上、申立人が同社Ｂ事業所から異動したとする同社

Ｄ事務所は厚生年金保険の適用事業所としての記録が確認できない。 

しかしながら、Ａ社では、ⅰ）適用事業所名簿において、Ａ社Ｃ事務所が



  

厚生年金保険の適用事業所に該当することになったのは、昭和 32年４月 20日

であることが確認できるところ、同日付けで、同社Ｃ事務所以外の事業所で厚

生年金保険被保険者の資格を喪失し、同社Ｃ事務所において被保険者資格を取

得している者が 41 人確認できること、ⅱ）前述の被保険者名簿に記録のある

者に聴取した結果、「期間は憶
おぼ

えていないが、申立人がＡ社Ｄ事務所に勤務

していた記憶はある。私自身は、同社Ｅ事務所で事務員として業務に従事して

いた。」、「私は、Ａ社Ｃ事務所で勤務する前は同社Ｆ事務所に勤務していた。

当時、従業員は社会保険に加入していた。」との供述が得られ、オンライン記

録によれば、同社Ｅ事務所及び同社Ｆ事務所は、ともに厚生年金保険の適用事

業所としての記録が確認できないものの、前述の同社Ｂ事業所及び同社Ｃ事務

所に係る被保険者名簿において、以前の事業所が同社Ｅ事務所であったとする

者、及び以前の事業所が同社Ｆ事務所であったとする者は、いずれも申立期間

のうち、同日までの期間において同社Ｂ事業所で、同日以降の期間について同

社Ｃ事務所で厚生年金保険の被保険者記録が確認できること、ⅲ）事業主の代

理人は、「従来の運営は、当社の各現場で行っていたようであったが、その後、

時期ははっきりしないが、当社本社の機能が同社Ｃ事務所に移管されたと思

う。」と供述していることなどから判断すると、当時、申立事業所では、配属

先の事業所が厚生年金保険の適用事業所でなかった場合は、適用事業所に該当

していた同社の関連事業所において包括的に厚生年金保険に加入させる取扱い

を行っていたことがうかがえる。 

   これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ事業所に係る健

康保険厚生年金保険被保険者名簿の昭和 31 年５月の記録、及び同社Ｃ事務所

に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿の 32年 10月の記録から判断すると、

１万 6,000円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主の代理人は、「当時の根拠となる資料等が無いので、不明であ

る。」と回答しているが、事業主から申立人に係る厚生年金保険被保険者資格

の喪失届や取得届が提出されていないにもかかわらず、社会保険事務所（当

時）がこれを記録することは考え難いことから、事業主が社会保険事務所の記

録どおりの資格の喪失及び取得の届出を行っており、その結果、社会保険事務

所は、申立人に係る昭和 31年６月から 32年９月までの保険料について納入の

告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に

納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、

事業主は、申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと

認められる。 



  

福岡厚生年金 事案 2839 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店における厚生年金保険被保険者資格

取得日は昭和 21年４月 16日、資格喪失日は 24年２月 22日であったと認めら

れることから、申立人に係る厚生年金保険被保険者資格の取得日及び喪失日に

係る記録を訂正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、昭和 21 年４月から 22 年５月

までは 240円、同年６月から 23年７月までは 600円、同年８月から同年 11月

までは 2,700円、同年 12月から 24年１月までは 4,800円とすることが妥当で

ある。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男   

基礎年金番号 ：    

生 年 月 日 ： 昭和５年生   

    住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 21年４月 16日から 24年２月 22日まで 

    Ｄ学校（現在は、Ｅ高等学校）を卒業後、昭和 21年４月 16 日にＡ社に入

社し、すぐに同社Ｃ支店に配属され、24 年２月 21 日に退職するまでの期間

において勤務していたが、申立期間の厚生年金保険の被保険者記録が確認

できない。 

    同社に勤務していたことは事実であるので、申立期間を厚生年金保険の被

保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社は、「人事記録表によると、申立人は、昭和 21 年４月 16 日にＡ社に入

社し、24 年２月 21 日に退職していることが確認できる。」と回答しているこ

とから、申立人が、申立期間において、Ａ社に勤務していたことが認められる。 

   また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、申立人と同姓同

名で生年月日が一致し、基礎年金番号に統合されていない厚生年金保険の被保

険者記録（資格取得日は記載されておらず、資格喪失日は「23.12.○（日は判

読できない。）」と記載されている。）が確認できる。 

   さらに、Ｂ社は、「申立人は正社員であり、出納業務に従事していた。当時、

正社員については、入社と同時に厚生年金保険被保険者資格の取得届を行い、



  

給与から厚生年金保険料を控除していたはずである。」と回答していることな

どから、当該厚生年金保険の被保険者記録は申立人の記録に相違ないと判断で

きる。 

   加えて、前述の被保険者名簿において、申立人に係る資格取得日が記載され

ていないところ、申立人が名前を挙げた、当該被保険者名簿に厚生年金保険の

被保険者記録（資格取得日の記載は無い。）が確認できる二人の同僚の被保険

者資格取得日については、厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）の記録により、

申立人が、自身が勤務を開始する時期より以前からＡ社Ｃ支店に勤務していた

とする一人は昭和 21 年４月１日、申立人が、自身が同社Ｃ支店に配属された

後に勤務を開始したとする他の一人は 22 年３月１日であることが確認できる

ことなどから判断すると、申立人は、21 年４月 16 日にＡ社に入社し、事業主

により、同日から、厚生年金保険料が控除されていたことが認められる。 

また、一方、前述の被保険者名簿において、申立人に係る資格喪失日は

「23.12.○（日は判読できない。）」と記載されているところ、ⅰ）当該被保

険者名簿において、申立人は、昭和 23 年８月の厚生年金保険法改正による標

準報酬月額等級表の改定に伴い、標準報酬月額が変更されていることが確認で

きること、ⅱ）当該資格喪失日に係る記録はいったん記載した日付を訂正して

いるなど不自然な形跡がうかがえること、ⅲ）前述の人事記録表及びＢ社の回

答内容から判断すると、申立人は、24 年２月 21 日にＡ社Ｃ支店を退職するま

での期間において、給与から厚生年金保険料が控除されていたことが認められ

る。 

   これらを総合的に判断すると、事業主は、申立人が昭和 21年４月 16日に厚

生年金保険被保険者の資格を取得し、24 年２月 22 日に資格を喪失した旨の届

出を社会保険事務所（当時）に対し行ったことが認められる。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、今回統合する申立人のＡ社に

係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿の記録及び同僚に係る厚生年金保険被

保険者台帳の記録などから、昭和 21年４月から 22年５月までは 240円、同年

６月から 23年７月までは 600円、同年８月から同年 11月までは 2,700円、同

年 12月から 24年１月までは 4,800円とすることが妥当である。 

 

 



  

福岡国民年金 事案 2175 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成 13 年１月から 15 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 50年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 13年１月から 15年３月まで 

申立期間当時、私は会社を辞め、教員採用試験に合格するための学校に

通っていた。その間、Ａ市Ｂ区役所の窓口で国民年金保険料を納付してい

た記憶がある。領収書は、結婚して家を出る際に処分したことを憶
おぼ

えてい

る。申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録の基礎年金番号情報照会回答票によれば、申立人は平成 13

年１月 10 日に厚生年金保険被保険者の資格を喪失し、国民年金第１号被保険

者の資格を取得する手続が必要であったにもかかわらず、資格取得の手続がな

されなかったため、14 年８月 27 日までに２回の資格取得の勧奨が行われ、最

終的に未適用に終わったと記録されていることから、申立人は申立期間につい

て国民年金に未加入であり、国民年金保険料を納付することはできなかったも

のと考えられる。 

また、申立人が所持している年金手帳の国民年金の記録欄には、平成７年

８月 18 日に初めて被保険者となった日のみが記載されており、その後の被保

険者資格の取得及び喪失についての記載が見られないことから、13 年１月に

厚生年金保険被保険者の資格を喪失した際に、国民年金第２号被保険者から第

１号被保険者への種別変更の届出は行われなかったものと考えられる上、申立

人は、申立期間の国民年金保険料をＡ市Ｂ区役所の窓口で納付したと供述して

いるところ、申立期間当時、同区役所年金担当課の窓口では、保険料の収納は

行われていないなど、種別変更の届出や保険料の納付についての申立人の記憶

は定かではない。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関



  

連資料（家計簿、日記等）が無く、ほかに申立期間の国民年金保険料を納付し

ていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 

 

 



  

福岡国民年金 事案 2176 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 49 年８月から 50年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 男   

基礎年金番号 ：    

生 年 月 日 ： 昭和 29年生   

住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 49年８月から 50年３月まで 

アルバイト先の郵便局の同僚及び両親から国民年金の加入を勧められたた

め、Ａ市役所において国民年金の加入手続を行い、同市役所で国民年金保険

料を納付した記憶があるので、申立期間の納付記録を訂正してほしい。  

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人については、基礎年金番号が導入された平成９年１月１日に基礎年金

番号が付番されているものの、それ以前に申立人に国民年金手帳記号番号が払

い出されていた形跡は見当たらない上、申立人が国民年金保険料を納付してい

たとするＡ市役所における申立人に係る国民年金被保険者名簿及び年金事務所

における申立人に係る国民年金被保険者台帳も見当たらず、申立人の申立期間

に係る国民年金に関する記録が確認できないことから、申立期間は国民年金の

未加入期間であり、国民年金保険料を納付することはできなかったものと考え

られる。 

また、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の国民年金保険料を

納付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 

 



  

福岡国民年金 事案 2177 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 48年６月から 49年８月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女   

基礎年金番号 ：    

生 年 月 日 ： 昭和 24年生   

住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 48年６月から 49年８月まで 

昭和 48 年７月に結婚して国民年金の加入手続を行い、夫婦二人分の国民

健康保険料及び国民年金保険料を毎月集金人に支払っていた。生活が苦し

かったため、集金人に「国民年金を辞めたい。」と言ったところ、集金人

から「国民年金を辞めると、国民健康保険も辞めなくてはいけなくなりま

すよ。」と言われた。 

国民健康保険を継続するため、きちんと国民年金保険料を納付していたの

に、申立期間の保険料が未納とされていることに納得ができない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

国民年金手帳記号番号払出簿により、申立人の国民年金手帳記号番号は、

昭和 51年１月 14日に払い出されていたことが確認でき、それ以前に別の国民

年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当たらない

上、Ａ市Ｂ区役所が保管する申立人の国民年金被保険者名簿及び申立人が所持

する年金手帳により、申立人は、同年１月 21 日に国民年金任意加入の被保険

者資格を取得していることが確認できることから、申立期間は国民年金の未加

入期間であり、申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付することができな

かったものと考えられる。 

また、申立人は、結婚してから夫婦二人分の国民年金保険料を納付してい

た旨を申し立てているが、国民年金手帳記号番号払出簿により、申立人の夫の

国民年金手帳記号番号は、昭和 55 年 10 月 23 日に払い出されていたことが確

認でき、申立人の夫に別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをう

かがわせる事情は見当たらないことから、申立人の夫は、申立期間は国民年金

の未加入期間であり、国民年金保険料を納付することはできなかったものと考



  

えられ、申立内容と符合しない。 

さらに、申立人は、国民年金保険料を集金人に毎月支払っていたと主張し

ているが、申立期間当時、Ａ市では、集金嘱託員が年４回各戸を訪問し、国民

年金保険料を受領する取扱いであったとしているところ、申立人が所持する年

金手帳に添付されている領収書により、Ａ市Ｂ区役所においては、少なくとも

昭和 58 年６月までは３か月を１期とする国民年金保険料の徴収方式であった

ことが確認できる。 

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の国民年金保険料を

納付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 

 

 



  

福岡国民年金 事案 2178 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 47年６月から 49年８月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男   

基礎年金番号 ：    

生 年 月 日 ： 昭和 22年生   

住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 47年６月から 49年８月まで 

申立期間の前半の期間については、母と一緒に住んでいた時に、母が私の

国民年金の加入手続を行い、国民健康保険料及び国民年金保険料を母に預

けて代理で納付してもらっていた。 

また、申立期間の後半の期間については、昭和 48 年７月に結婚して、国

民年金保険料の納付は妻に任せていたのではっきりと分からないが、妻が

「生活が苦しいのに国民健康保険料と国民年金保険料を二人分払わなくて

はいけない。」と言っていたことだけは憶
お ぼ

えており、妻が集金人にこれら

の保険料を納付していた。 

申立期間の国民年金保険料を納付していたことは間違いないので、国民年

金保険料を納付していたものと認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

国民年金手帳記号番号払出簿により、申立人の国民年金手帳記号番号は、

昭和 55 年 10 月 23 日に払い出されていることが確認でき、この時点では、申

立期間は時効により国民年金保険料を納付することができない上、それ以前に

別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当

たらない。 

また、申立期間のうち、昭和 47 年６月から 48 年５月までの期間について

は、申立人は、申立人の母親が申立人の国民年金の加入手続を行い、国民年金

保険料を代理で納付していたと主張しているが、申立人の国民年金の加入手続

を行い、保険料を納付していたとする申立人の母親からは、高齢のため供述を

得ることができず、国民年金保険料の納付状況等が不明である。 

さらに、申立期間のうち、昭和 48 年６月から 49 年８月までの期間につい



  

ては、申立人は、申立人の妻が夫婦二人分の国民年金保険料を納付していた旨

を申し立てているが、国民年金手帳記号番号払出簿により、申立人の妻の国民

年金手帳記号番号は、昭和 51年１月 14日に払い出されていることが確認でき、

申立人の妻に別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせ

る事情は見当たらない上、Ａ市Ｂ区役所が保管する申立人の妻の国民年金被保

険者名簿及び申立人の妻が所持する年金手帳により、申立人の妻は、同年１月

21 日に国民年金任意加入の被保険者資格を取得していることが確認できるこ

とから、当該期間は国民年金の未加入期間であり、申立人の妻は、国民年金保

険料を納付することはできなかったものと考えられ、申立内容と符合しない。 

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の国民年金保険料を

納付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 2840 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 51年 12月から 54年 10月まで 

             ② 昭和 54年 11月から 57年 12月まで 

Ａ社（日本）から写真製版等の担当として外国所在の同社Ｂ支社に派遣

されていた申立期間①、及び同社からＣ社に派遣されていた申立期間②に

係る厚生年金保険の被保険者記録が確認できない。両申立期間においてＡ

社から給与が引き続き支払われていたので、両申立期間を厚生年金保険の

被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、申立期間①については、Ａ社が申立人に対して交付した

給与証明書により、申立人に給与が支給されていたことが確認できることから

判断すると、申立期間①において申立人が申立事業所に勤務していたことは推

認できる。 

しかしながら、Ａ社では、「申立人に係る関連資料は保存しておらず、申

立内容を確認できない。Ｃ社は当社の関係会社であるが、日本国内に法人とし

ては存在しない。」と回答している。 

また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、両申立期間当

時、厚生年金保険の被保険者記録が確認できる同僚３人に聴取したところ、う

ち二人は、「当時、海外赴任した場合の厚生年金保険の加入状況については、

分からない。」、残りの一人は、「申立人の名前に記憶がある。私の場合も、

申立事業所に勤務していた期間のうち、厚生年金保険の被保険者記録が無い期

間がある。当時、申立事業所では、勤務していたすべての期間について厚生年

金保険に加入させる取扱いではなかったので、ほとんどの場合、厚生年金保険

に加入していたとしても短期間であったはずである。」と供述しているほか、



  

申立人と同日の昭和 50 年７月１日に厚生年金保険被保険者の資格を取得して

いるすべての同僚が、２年以内に同資格を喪失していることが確認できること

から判断すると、当時、申立事業所では、従業員について、必ずしも勤務して

いたすべての期間について厚生年金保険に加入させていたとは限らない事情が

うかがえる。 

さらに、前述の被保険者名簿では、申立人の厚生年金保険被保険者資格の

喪失日は昭和 51 年 12 月 21 日となっており、オンライン記録と一致している

ことが確認できる。 

加えて、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、このほか、申立

人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び

周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 2841 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正７年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 20年 10月１日から 25年５月 31日まで 

Ａ社に勤務していた申立期間に係る厚生年金保険の被保険者記録が確認

できない。私の夫が記載した当時のメモ書きによれば、昭和 20 年 10 月１

日から 25 年５月 30 日までの期間において勤務したことが確認できるので、

申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

（注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求めて 

行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が記載したメモ書き及び申立人の妻の供述から判断すると、申立期

間において申立人がＡ社に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、適用事業所名簿等によれば、Ａ社は厚生年金保険の適用事

業所ではなかったことが確認できる上、申立人に係る厚生年金保険被保険者台

帳（旧台帳）においても、申立期間における厚生年金保険の被保険者記録は確

認できない。 

また、申立人の妻は、Ａ社における当時の事業主の名前を挙げ、Ａ社は申

立期間後にＢ社に譲渡されたと供述しているところ、Ｂ社に係る健康保険厚生

年金保険被保険者名簿及びオンライン記録によれば、当該事業主は既に死亡し

ており、当該事業主について、申立期間後にＢ社に係る厚生年金保険の被保険

者記録が確認できるものの、申立期間における厚生年金保険の被保険者記録は

確認できない上、Ｂ社に勤務していたとし、同社における厚生年金保険の被保

険者記録が確認できる従業員は、「Ａ社は個人経営で従業員も数人程度であっ

たが、当時の社会保険の適用については分からない。その後、同社はＢ社に譲

渡されたが、Ａ社のことを知る者は既に亡くなっていると思う。」と供述して



  

いるほか、Ａ社に係る法人登記の記録も確認できないため、当時の同僚等の連

絡先が不明であり、申立人の申立期間における勤務実態及び事業主による厚生

年金保険料の控除について確認することができない。 

さらに、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、このほか、申立

人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び

周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 2842 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女   

    基礎年金番号 ：    

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生   

    住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49年１月 16日から同年７月１日まで 

    私は、Ａ社（現在は、Ｂ社）に昭和 49年１月 16日から現在までの期間に

おいて継続して勤務しており、私が所持している「平成 20 年度休暇・欠勤

カード」の入社年月日欄にも昭和 49年１月 16日と記載されている。 

    Ａ社は、同社の親会社であるＣ社（現在は、Ｄ社）の国内各地区でサービ

ス業務に携わる複数の子会社を吸収合併して設立されたもので、会社名は

変わっても業務内容、処遇等に何ら変更は無く、健康保険も継続してＥ健

康保険組合に加入している。 

    申立期間の厚生年金保険料は給与から控除されていたのは間違いないので、

申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の被保険者記録及び申立人が所持しているＡ社の「平成 20 年度休

暇・欠勤カード」から判断すると、申立人が申立期間においてＡ社に勤務して

いたことは推認できる。 

しかしながら、適用事業所名簿により、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所

に該当することになったのは昭和 49 年７月１日であり、申立期間において厚

生年金保険の適用事業所に該当していた記録は確認できない上、申立事業所に

係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿でも、申立人の厚生年金保険被保険者

資格の取得日は、同社が厚生年金保険の適用事業所に該当することになった同

年７月１日であることが確認できる。 

また、申立人は、Ａ社に直接採用された旨供述しているところ、前述の被

保険者名簿により、申立人と同日に厚生年金保険被保険者の資格を取得したこ

とが確認できる、申立期間当時に申立事業所で給与事務を担当していたとする



  

同僚は、「私は、昭和 49 年４月ごろに入社した後、総務において、２か月か

ら３か月の期間、給与計算事務を担当した。Ｃ社から異動した従業員の保険料

控除は担当していないので不明であるが、私が担当していたＡ社に直接採用さ

れた従業員については、申立期間当時、厚生年金保険料を給与から控除してい

なかったと思う。私自身は、同年６月までの３か月間は試用期間であった。」

と供述し、申立人と同日に厚生年金保険被保険者の資格を取得したことが確認

できる別の同僚は「私は昭和 49 年１月ごろに入社して総務にいたが、３か月

間は試用期間だった。記憶は定かではないが、少なくとも試用期間中は、保険

料は控除されていなかったと思う。」と供述していることから判断すると、当

時、申立事業所では、直接採用した従業員について必ずしも入社と同時に厚生

年金保険に加入させていたとは限らない事情がうかがえる。 

さらに、申立事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において申

立人と同日に厚生年金保険被保険者資格を取得していることが確認できる同僚

のうち、オンライン記録により同社グループにおいて初めて同被保険者資格を

取得していることが確認でき、連絡の取れた同僚であって、同社において取得

日以前から勤務していたとしている複数の同僚から、同社での申立期間に係る

保険料控除についての具体的な供述は得られない上、同社の事業主に照会した

結果、「申立人の申立期間の保険料控除については、当時の、給与台帳等の資

料は保管しておらず、担当者も既に退職しており不明である。」と回答してい

ることから、申立人の申立期間における厚生年金保険の加入状況及び厚生年金

保険料の控除等について確認できる関連資料及び供述を得ることができない。 

加えて、申立人が事業主により給与から厚生年金保険料を控除されていた

ことが確認できる給与明細書等の資料は無く、このほか、申立人の申立期間に

おける厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当

たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 

 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 2843 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者としてその主張する

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

と認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女   

    基礎年金番号 ：    

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生   

    住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 49年 10月１日から 50年８月１日まで 

私は、昭和 49 年５月にＡ社（現在は、Ｂ社）に入社し、50 年 12 月 16 日

までの期間において勤務した。 

当該事業所における私の年金記録を確認したところ、標準報酬月額が、

入社当初は８万 6,000 円であったのに、申立期間については８万円に下

がっていることが分かった。 

入社以来、給与が下がったことは一度も無いので、申立期間の標準報酬

月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間における標準報酬月額については、Ａ社に係る健康保険

厚生年金保険被保険者名簿の記録とオンライン記録が一致している上、当該被

保険者名簿において、申立人の標準報酬月額がさかのぼって引き下げられてい

るなどの不自然な点は確認できない。 

また、申立事業所では、「申立期間当時の標準報酬月額の定時決定に関す

る関係資料は保管しておらず、標準報酬月額が１等級下がっている理由ははっ

きりしないが、通勤費等の変動による影響も考えられ、事務処理に関しては適

正に行っていたと思う。」と回答している。 

さらに、前述の被保険者名簿において申立期間当時に厚生年金保険の被保険

者記録が確認できる複数の同僚について標準報酬月額を確認したところ、い

ずれも申立人とほぼ同様に推移していることが認められることから判断する

と、申立人の標準報酬月額のみが特に不自然である事情はうかがえない。 

加えて、申立人が、申立期間において、その主張する標準報酬月額に基づ



  

く厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを確認できる給

与明細書等の資料は無く、このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらな

い。 

   これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が、申立期間について、厚生年金保険被保険者としてその主張する標準報酬

月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認める

ことはできない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 2844（事案 538、1359の再々申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間②、③及び④について、厚生年金保険被保険者として

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

また、申立人は、申立期間①において厚生年金保険の被保険者であったと認

めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男   

    基礎年金番号 ：    

    生 年 月 日 ： 昭和３年生   

    住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 18年４月１日から 20年８月 15日まで 

② 昭和 21年４月１日から 24年４月１日まで 

             ③ 昭和 24年８月３日から 26年１月４日まで 

             ④ 昭和 26年５月 12日から 27年７月１日まで 

    社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の被保険者記録を照会したところ、

米軍Ａ基地に勤務した期間のうち、申立期間②、③及び④に係る厚生年金

保険の被保険者記録が無いことが分かったことから、二度にわたり年金記

録確認第三者委員会に記録の訂正を申し立てたが、当該期間について記録

訂正が認められなかった。 

    占領軍がＢ県Ｃ町に進駐してきた昭和 21 年４月ごろに、進駐軍基地内の

従業員募集に応募し、ＭＰ本部に採用され、基地内事務所の清掃等及び将

校食堂内の業務に従事していたのは間違いなく、二度にわたる委員会から

の通知には納得できないので、再度調査の上、当該期間を厚生年金保険の

被保険者期間として認めてほしい。 

    また、今回、新たに申し立てている申立期間①については、年金事務所に

厚生年金保険の被保険者記録を照会したところ、Ｄ軍事業所Ｅ分所に勤務

していた当該期間に係る厚生年金保険の被保険者記録が無いとの回答が

あった。 

当時、当該事業所で一緒に勤務していた同僚の名前を記憶しており、普

通工員として勤務していたことは間違いないので、当該期間を厚生年金保

険の被保険者期間として認めてほしい。 



  

第３ 委員会の判断の理由 

１ 前回の申立期間②、③及び④に係る申立てについては、ⅰ）申立期間②は、

申立人が所属する進駐軍基地の従業員を雇用管理していたＦ管理事務所は、

昭和 24 年４月１日に厚生年金保険の適用事業所となっており、申立人は、

当該期間においては、申立事業所の従業員として厚生年金保険の被保険者

であった事情はうかがえないこと、ⅱ）申立期間③及び④は、Ｆ管理事務

所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿では当該期間の被保険者記録

は確認できない上、当該記録は労務者名簿とも一致していることなどとし

て、既に当委員会の決定に基づき平成 20 年 12 月 19 日付けで年金記録の訂

正は必要とまでは言えないとする通知が行われている。 

その後、申立人は、申立期間③及び④において申立事業所で同じ業務を

行っていた同僚の名前及び連絡先等が新たに判明したことから、再度調査

をしてほしいとして再申立てを行ったが、当該同僚に係る厚生年金保険の

被保険者記録が見当たらない上、当該同僚自身は申立期間当時、学生であ

り、厚生年金保険の被保険者ではなかったことを認めていることなどから

判断すると、申立人が当該期間において厚生年金保険の被保険者であった

ことを裏付ける新たな供述とは認め難く、これは委員会の当初の決定を変

更すべき新たな事情とは認められず、平成 21 年９月 16 日付けで年金記録

の訂正が必要とまでは言えないとする通知が行われている。 

今回、申立人は、前々回及び前回の申立内容と同様に、申立期間②、③

及び④について、駐留軍基地内の従業員募集に応募し、基地内事務所の清

掃等及び将校食堂内の業務に従事していたことに間違いないとして、再々

申立てを行っているが、申立人に確認しても、勤務したとの記憶のみで、

当該期間に係る新たな供述及び関連資料は得られず、その他に委員会の当

初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、申立人が厚生

年金保険被保険者として申立期間②、③及び④に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

２ 申立期間①については、終戦当時の履歴証明事務を所管するＢ県担当課が

提出した申立人に係る「履歴証明書」から判断すると、申立人は、申立期

間①のうち、昭和 18 年５月 18 日から 20 年８月 15 日までの期間に、Ｄ軍

事業所Ｅ分所に工員として従事していることが確認できる。 

しかしながら、Ｄ軍事業所Ｅ分所は、厚生年金保険の適用事業所に該当

していないことが確認できる。 

また、申立人は旧陸海軍等に係る官営の事業所などに勤務する労働者で

あったことから、当該期間は、厚生年金保険法附則第 28 条の２に定める旧

令共済組合員期間に該当するところ、同法の規定において、旧令共済組合

員期間が保険給付の対象として加算されるのは、厚生年金保険の被保険者



  

期間が１年以上である者である旨定められており、申立人は厚生年金保険

の被保険者期間が１年未満のため、厚生年金保険法による特例老齢年金の

被保険者期間の合算対象となる者には該当せず、当該期間は厚生年金保険

の被保険者期間にはならない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人は、申立期間①において厚生年金保険の被保険者であったと認める

ことはできない。 

 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 2845 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女   

    基礎年金番号 ：    

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生   

    住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38年９月１日から 44年 12月 16日まで 

 年金事務所の記録では、申立期間について厚生年金保険の脱退手当金を受

給したとされているが、当時は脱退手当金という言葉も知らず、受給した記

憶が無いので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が勤務していたＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、

申立人に脱退手当金を支給したことを意味する「脱」の表示が記されていると

ともに、申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立人の申

立期間に係る厚生年金保険被保険者資格の喪失日から約１か月後の昭和 45 年

１月 23 日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえ

ない。 

また、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 2846 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女   

    基礎年金番号 ：    

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生   

    住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年 10月ごろから 46年５月ごろまで 

申立期間については、Ａ社から派遣され、Ｂデパートの１階で販売業務

に従事していた。昭和 45 年 10 月ごろ、主任と呼ばれていた者、前職はＣ

デパートに勤務していたとする者及び専門技術者の資格を持っていたとす

る者と私の４人で３日間Ｄ地方に販売業務の研修に行ったことがある。 

Ａ社に勤務していたことは確かであり、厚生年金保険にも加入していた

はずであるので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の供述及びＡ社の回答により、期間の特定はできないものの、申立

人が同事業所の販売業務に従事していた可能性はうかがえる。 

しかしながら、申立人は、一緒にＤ地方に研修に行ったとする同僚の名前

を憶
おぼ

えておらず、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、

申立期間当時、厚生年金保険の被保険者記録が確認できる者は、申立人につい

て記憶していない上、Ａ社は、｢申立人が当社に正社員として在籍した記録は

無く、申立人は当社の臨時の従業員であったと思われる。当社が申立人を直接

雇用していたか否かも不明である。｣と回答していることから、申立人の申立

期間における勤務実態、厚生年金保険の加入状況及び厚生年金保険料の控除に

ついて確認できない。 

また、Ａ社及び申立人が同社から派遣されたとするＥ社に係る健康保険厚

生年金保険被保険者名簿のいずれにおいても申立人の厚生年金保険の被保険者

記録は確認できず、申立期間における健康保険の整理番号に欠番が無いことか

ら、申立人の記録が欠落したものとは考え難い上、申立期間における申立人の



  

雇用保険の被保険者記録も確認できない。 

さらに、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、このほか、申立

人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び

周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 

 

  

 



  

福岡厚生年金 事案 2847 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和 14年生  

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 31年５月 22日から 32年５月まで 

         ② 昭和 32年７月から 33年８月まで 

         ③ 昭和 34年３月から同年６月まで 

申立期間①についてはＡ社、申立期間②についてはＢ社、及び申立期間

③についてはＣ社にそれぞれ勤務しており、厚生年金保険に加入していた

はずなのに、申立期間について厚生年金保険の被保険者記録が無い。申立

期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、申立人は、Ａ社に勤務していたと申し立てていると

ころ、申立事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申

立人の昭和 31 年４月 21 日から同年５月 21 日までの期間の厚生年金保険の

被保険者記録が確認できるが、当該期間の前後において、申立人の名前は

確認できない。 

また、申立人が名前を挙げた同僚の一人は、「申立人について憶
おぼ

えていな

い。」と供述しており、前述の被保険者名簿で申立期間①当時、厚生年金保

険の被保険者記録が確認できる複数の同僚は、いずれも申立人に係る記憶が

無いと供述していることなどから、申立人が申立期間①において申立事業所

に勤務していたことを確認することができない。 

さらに、適用事業所名簿によると、Ａ社は、昭和 46 年 10 月１日に厚生

年金保険の適用事業所に該当しなくなっており、事業を承継しているＤ社

は、同社が設立された 42 年７月 11 日から勤務している者以外の者の資料

は保管していないと回答していることから、申立人の申立期間①における

勤務実態、厚生年金保険の加入状況及び厚生年金保険料の控除について確



  

認できる関連資料等を得ることができない。 

 

２ 申立期間②について、申立人はＢ社に勤務していたと申し立てているが、

別の事業所における健康保険厚生年金保険被保険者名簿により申立人の厚

生年金保険の被保険者記録が申立期間②の直前である昭和 32 年５月 20 日

から同年７月７日までの期間に確認できるところ、申立人は当該事業所に

勤務する前にＢ社に勤務したと供述しているものの、申立事業所での勤務

期間を記憶していないことから、申立事業所での勤務期間の特定ができな

い。 

また、Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、申立期間

②当時、厚生年金保険の被保険者記録が確認できる複数の同僚のうち一人

が、申立事業所に申立人と同じ姓の者がいたと供述しているが、姓のみの

記憶で名が不明のため特定できず、申立人は同僚の名前を記憶していない

ことから、申立人が申立期間②において申立事業所に勤務していたことを

確認することができない。 

さらに、上記複数の同僚のうち別の一人が、「期間ははっきりしないが、

Ｂ社に勤務した期間のうち、厚生年金保険の被保険者となっていない期間

がある。」と供述していることから判断すると、当時、申立事業所では、

従業員について、必ずしも勤務期間のすべてについて厚生年金保険に加入

させていたとは限らない事情がうかがえる。 

加えて、前述の被保険者名簿では、申立人の厚生年金保険の被保険者記

録は確認できず、申立期間②における健康保険の整理番号に欠番が無いこ

とから、申立人の記録が欠落したものとは考え難い。 

また、適用事業所名簿によれば、Ｂ社は既に厚生年金保険の適用事業所

に該当しなくなっており、当時の事業主も死亡していることから、申立人

の申立期間②における勤務実態、厚生年金保険の加入状況及び厚生年金保

険料の控除について確認できる関連資料及び供述を得ることができない。 

 

３ 申立期間③について、申立人はＣ社に勤務していたと申し立てているとこ

ろ、適用事業所名簿において、Ｃ社が厚生年金保険の適用事業所に該当す

ることとなったのは、昭和 43 年３月１日であることが確認できることから、

申立期間③については、申立事業所は厚生年金保険の適用事業所ではな

かったことが確認できる。 

  また、申立事業所が厚生年金保険の適用事業所となった当時の役員の一人

は、「Ｃ社は、昭和 43 年３月１日より前に厚生年金保険の適用事業所と

なったことは無く、給与からの厚生年金保険料の控除も行っていなかっ

た。」と供述している。 

 



  

４ 申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を各事業主により給与から控除さ

れていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、このほか、申立て

に係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

  これら事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 2848 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者としてその主張する標

準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女   

    基礎年金番号 ：    

    生 年 月 日 ： 昭和 50年生   

    住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 12年４月１日から 15年 11月１日まで 

             ② 平成 16年 12月１日から 19年１月 30日まで 

Ａ社に勤務していた申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額が、実

際に支給されていた給与額に見合う標準報酬月額より低い金額で記録され

ている。申立期間の標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、両申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚

生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準報

酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるの

は、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び申立人の報

酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標

準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

Ａ社が保管する申立人に係る平成 18 年分所得税源泉徴収簿兼賃金台帳及び

年金事務所が保管する申立人の両申立期間に係る厚生年金保険標準報酬月額調

査確認票により、申立期間①、並びに申立期間②のうち平成 16 年 12 月及び

17 年２月から 18 年７月までの期間について、当該期間に係る給与の総支給額

は、申立人に係るオンライン記録の標準報酬月額を上回ることが確認できるも

のの、上記の所得税源泉徴収簿兼賃金台帳及び厚生年金保険標準報酬月額調査

確認票に記載された厚生年金保険料の控除額に見合う標準報酬月額は、いずれ

においてもオンライン記録の標準報酬月額と同額又は下回る額となっているこ

とが確認できる。 

 また、申立期間②のうち、平成 17 年１月は、厚生年金保険標準報酬月額調



  

査確認票、18 年８月は前述の所得税源泉徴収簿兼賃金台帳により、当該期間

に係る給与の総支給額が、申立人に係るオンライン記録の標準報酬月額を下

回っていることが確認でき、同年９月から同年 12 月までの期間においては、

前述の所得税源泉徴収簿兼賃金台帳により、申立人に給与が支給されておらず

厚生年金保険料は控除されていないことが確認できる。 

さらに、Ａ社は、「両申立期間に係る申立人の標準報酬月額について、実

際に支給した報酬月額より低い報酬月額を社会保険事務所（当時）に届け出て、

当該報酬月額に見合う標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を給与から控除し

ていたと思われる。申立人について、平成 18年８月から 19年１月までの期間

は、病気による欠勤期間であった。」と回答しているところ、平成 18 年９月

の定時決定に係る健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届において、

前述の所得税源泉徴収簿兼賃金台帳における給与総支給額より低い金額の報酬

月額が届けられていることが確認できるとともに、前述の所得税源泉徴収簿兼

賃金台帳において、当該報酬月額に見合う標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料が控除されており、当該標準報酬月額はオンライン記録における標準報酬月

額と一致していることが確認できる。 

加えて、申立人が、両申立期間において、その主張する標準報酬月額に基

づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを確認できる

給与明細書等の資料は無く、このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づ

く厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たら

ない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が、申立期間について、厚生年金保険被保険者としてその主張する標準報酬

月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認める

ことはできない。 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 2849 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者としてその主張する標

準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男   

    基礎年金番号 ：    

    生 年 月 日 ： 昭和 37年生   

    住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成９年９月１日から 20年２月１日まで 

Ａ社に勤務していた申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額が、実

際に支給されていた給与額に見合う標準報酬月額より低い金額で記録され

ている。申立期間の標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準報酬

月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、

事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び申立人の報酬月

額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報

酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

Ａ社が保管する申立人に係る平成 18 年分、19 年分及び 20 年分の所得税源

泉徴収簿兼賃金台帳及び年金事務所が保管する申立人の申立期間に係る厚生年

金保険標準報酬月額調査確認票により、申立期間のうち、９年 11 月及び同年

12月、10年２月、並びに 11年１月及び同年２月を除く期間について、給与の

総支給額は、申立人に係るオンライン記録の標準報酬月額を上回ることが確認

できるものの、申立期間すべてについて、上記の所得税源泉徴収簿兼賃金台帳

及び厚生年金保険標準報酬月額調査確認票に記載された厚生年金保険料の控除

額に見合う標準報酬月額は、いずれもオンライン記録の標準報酬月額と同額又

は下回る額となっていることが確認できる。 

また、Ａ社は、「申立期間に係る申立人の標準報酬月額について、実際に

支給した報酬月額より低い報酬月額を社会保険事務所（当時）に届け出て、当



  

該報酬月額に見合う標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を給与から控除して

いたと思われる。」と回答しているところ、平成 18年９月及び 19年９月の定

時決定に係る健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届において、前

述の所得税源泉徴収簿兼賃金台帳における給与総支給額より低い金額の報酬月

額が届けられていることが確認できるとともに、前述の所得税源泉徴収簿兼賃

金台帳において、当該報酬月額に見合う標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

が控除されており、当該標準報酬月額はオンライン記録における標準報酬月額

と一致していることが確認できる。 

さらに、申立人が、申立期間において、その主張する標準報酬月額に基づ

く厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを確認できる給

与明細書等の資料は無く、このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらな

い。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が、申立期間について、厚生年金保険被保険者としてその主張する標準報酬

月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認める

ことはできない。 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 2850 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者としてその主張する標

準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男   

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 昭和 47年生   

    住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 12年２月１日から 18年１月１日まで 

Ａ社に勤務していた申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額が、実

際に支給されていた給与額に見合う標準報酬月額より低い金額で記録され

ている。申立期間の標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準報酬

月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、

事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び申立人の報酬月

額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報

酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

申立人が所持するＡ社における平成 15 年１月から同年４月までの期間、同

年 11 月及び同年 12 月の給料支払明細書、13 年分給与所得の源泉徴収票並び

に年金事務所が保管する申立人の申立期間に係る厚生年金保険標準報酬月額調

査確認票により、申立期間における給与の総支給額は、申立人に係るオンライ

ン記録の標準報酬月額を上回ることが確認できるものの、同給料支払明細書に

おいて確認できる厚生年金保険料の額は、いずれもオンライン記録の標準報酬

月額に基づく厚生年金保険料と一致する上、上記の厚生年金保険標準報酬月額

調査確認票に記載された厚生年金保険料の控除額に見合う標準報酬月額は、い

ずれもオンライン記録の標準報酬月額と同額又は下回る額となっていることが

確認できる。 

また、Ａ社は、「申立期間に係る申立人の標準報酬月額について、実際に



  

支給した報酬月額より低い報酬月額を社会保険事務所（当時）に届け出て、当

該報酬月額に見合う標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を給与から控除して

いたと思われる。」と回答している。 

さらに、申立人が、申立期間において、その主張する標準報酬月額に基づ

く厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを確認できる給

与明細書等の資料は無く、このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらな

い。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が、申立期間について、厚生年金保険被保険者としてその主張する標準報酬

月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認める

ことはできない。 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 2851 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者としてその主張する標

準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男   

    基礎年金番号 ：    

    生 年 月 日 ： 昭和 50年生   

    住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 13年３月１日から 18年１月１日まで 

Ａ社に勤務していた申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額が、実

際に支給されていた給与額に見合う標準報酬月額より低い金額で記録され

ている。申立期間の標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準報酬

月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、

事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び申立人の報酬月

額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報

酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

申立人が所持する、平成 16 年９月から 17 年８月までの期間に係るＡ社か

ら支給されたと推認される給与額について記載された預金通帳の振込額、及び

年金事務所が保管する申立人の申立期間に係る厚生年金保険標準報酬月額調査

確認票により、申立期間における給与の総支給額は、申立人に係るオンライン

記録の標準報酬月額を上回ることが確認できるものの、上記預金通帳に振り込

まれた給与支給額から検証した厚生年金保険料の控除額、及び上記の厚生年金

保険標準報酬月額調査確認票に記載された厚生年金保険料の控除額に見合う標

準報酬月額は、いずれもオンライン記録の標準報酬月額と同額又は下回る額と

なっていることが確認できる。 

また、Ａ社は、「申立期間に係る申立人の標準報酬月額について、実際に

支給した報酬月額より低い報酬月額を社会保険事務所（当時）に届け出て、当



  

該報酬月額に見合う標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を給与から控除して

いたと思われる。」と回答している。 

さらに、申立人が、申立期間において、その主張する標準報酬月額に基づ

く厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを確認できる給

与明細書等の資料は無く、このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらな

い。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が、申立期間について、厚生年金保険被保険者としてその主張する標準報酬

月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認める

ことはできない。 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 2852 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者としてその主張する標

準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男   

    基礎年金番号 ：    

    生 年 月 日 ： 昭和 32年生   

    住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年６月１日から 20年２月１日まで 

Ａ社に勤務していた申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額が、実

際に支給されていた給与額に見合う標準報酬月額より低い金額で記録され

ている。申立期間の標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準報酬

月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、

事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び申立人の報酬月

額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報

酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

申立人が所持するＡ社における平成 14 年１月、15 年１月、18 年１月及び

20 年１月の給料支払明細書、４年分、９年分、10 年分及び 19 年分の給与所得

に係る源泉徴収票、申立事業所が保管する 18 年分、19 年分及び 20 年分の所

得税源泉徴収簿兼賃金台帳、並びに６年１月から 19 年３月までの期間に係る

厚生年金保険標準報酬月額調査確認票により、申立期間における給与の総支給

額は、３年６月１日から４年１月１日までの期間、５年１月１日から６年１月

１日までの期間及び 17 年 12 月を除いて、申立人に係るオンライン記録の標準

報酬月額を上回ることが確認又は推認できるものの、上記の給料支払明細書及

び所得税源泉徴収簿兼賃金台帳において確認できる厚生年金保険料の額は、い

ずれもオンライン記録の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料と一致する上、

同給与所得の源泉徴収票においても、申立人が申立期間において、事業主によ



  

りその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を給与から控除されたこ

とを推認することはできず、上記の厚生年金保険標準報酬月額調査確認票に記

載された厚生年金保険料の控除額に見合う標準報酬月額は、いずれもオンライ

ン記録の標準報酬月額と同額又は下回る額となっていることが確認できる。 

また、申立期間のうち、平成３年６月１日から４年１月１日までの期間及

び５年１月１日から６年１月１日までの期間については給料支払明細書、所得

税源泉徴収簿兼賃金台帳、厚生年金保険標準報酬月額調査確認票等が無く、申

立人が主張する支給された給与額に見合う厚生年金保険料が控除されていたこ

とが確認できず、17 年 12 月については、厚生年金保険標準報酬月額調査確認

票により確認できる給与の総支給額は、申立人に係るオンライン記録の標準報

酬月額を下回っているものの、厚生年金保険料の控除額に見合う標準報酬月額

は、オンライン記録の標準報酬月額と同額となっていることが確認できる。 

さらに、Ａ社は、「申立期間に係る申立人の標準報酬月額について、実際

に支給した報酬月額より低い報酬月額を社会保険事務所（当時）に届け出て、

当該報酬月額に見合う標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を給与から控除し

ていたと思われる。」と回答している上、平成 18年９月及び 19年９月の定時

決定の際の健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届において、前述

の所得税源泉徴収簿兼賃金台帳における給与総支給額より低い金額の報酬月額

が届けられていることが確認できるとともに、前述の所得税源泉徴収簿兼賃金

台帳において、当該報酬月額に見合う標準報酬月額に基づく厚生年金保険料が

控除されており、当該標準報酬月額はオンライン記録における標準報酬月額と

一致していることが確認できる。 

加えて、申立人が、申立期間において、その主張する標準報酬月額に基づ

く厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを確認できる給

与明細書等の資料は無く、このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらな

い。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が、申立期間について、厚生年金保険被保険者としてその主張する標準報酬

月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認める

ことはできない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 2853 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 女   

基礎年金番号 ：    

生 年 月 日 ： 昭和 30年生   

住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 61年６月９日から 62年３月 27日まで 

② 平成９年６月 27日から同年８月５日まで 

年金事務所に厚生年金保険の被保険者記録について照会したところ、申

立期間の被保険者記録が無い旨の回答を得た。 

申立期間①については、Ａ市立Ｂ中学校に、及び申立期間②については、

同市立Ｃ中学校に、臨時的任用職員の講師として勤務した。 

申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

１ Ｄ県教育庁Ｅ事務所が保管する申立人に係る「履歴書」及び「発令伺」の

記録から判断すると、申立人が両申立期間においてＡ市立Ｂ中学校及び同市

立Ｃ中学校にそれぞれ臨時的任用職員の講師として勤務していたことが確認

できる。 

しかしながら、適用事業所名簿によれば、Ｄ県教育庁Ｅ事務所が厚生年

金保険の適用事業所に該当することとなったのは、昭和 62 年４月１日であ

り、申立期間①は、厚生年金保険の適用事業所ではなかったことが確認でき

る。 

また、Ｄ県が定めた「臨時的任用職員等の社会保険制度適用実施要綱」で

は、Ｄ県教育庁の所管に属する学校その他の教育機関に勤務する臨時的任用

職員、期限付任用職員及び非常勤職員については、昭和 63 年４月１日から

厚生年金保険及び健康保険に加入することとされているところ、オンライン

記録において、申立人が記憶する申立人と同一職種の臨時的任用職員として

勤務していたとする二人は、同年４月 12日及び同年４月 14日に申立事業所

において初めて厚生年金保険被保険者の資格を取得していることが確認でき



  

る。 

 

２ 申立期間②については、Ｄ県教育庁Ｅ事務所は、「『臨時的任用職員等の

社会保険制度適用実施要綱』に基づいて、昭和 63 年４月１日以降の期間に

ついて臨時的任用職員等に係る厚生年金保険の加入手続を行っている。当該

実施要綱において、社会保険適用対象者は、任用期間が２か月を超えて任用

される見込みがある臨時的任用職員等であることが定められているところ、

申立人は、申立期間②について２か月未満の任用発令であったことから、厚

生年金保険の適用対象者ではなく、厚生年金保険被保険者資格の取得手続及

び厚生年金保険料の控除を行っていない。」と回答しており、申立人に係る

前述の「履歴書」には、２か月未満の任用期間であったことが記載されてい

ることが確認できる。 

また、Ｄ県教育庁Ｅ事務所に係るオンライン記録では、申立人の厚生年金

保険の被保険者記録は確認できず、申立期間②を含む平成９年５月１日から

同年９月１日までの期間における健康保険の整理番号に欠番が無いことから、

申立人の記録が欠落したものとは考え難い。 

 

３ 申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことを確認できる給与明細書等の資料は無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、 

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 2854 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等  

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：    

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生   

    住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和43年４月１日から45年４月１日まで 

             ② 昭和45年４月１日から47年３月21日まで 

③ 昭和49年１月26日から同年９月21日までの期間の

うち７か月間 

申立期間①については、高等学校の夜間部に通学していた期間であり、

Ａ社Ｂ事業所（現在は、Ｃ社Ｄ工場）内の請負事業所である「Ｅ」社で勤

務していた。 

申立期間②については、「Ｆ」店、申立期間③については、Ｇ社にそれ

ぞれ勤務していた。 

申立期間において、各事業所で勤務しており、厚生年金保険の被保険者

記録が確認できないことに納得できないので、申立期間を厚生年金保険の

被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、申立人は、Ａ社Ｂ事業所内の請負事業所である

「Ｅ」社で勤務していた旨の供述をしているところ、適用事業所名簿によ

れば、「Ｅ」社は厚生年金保険の適用事業所として確認できない。 

また、申立人が記憶している勤務地において、申立期間①において厚生

年金保険の適用事業所として確認できる「Ｅ」社に類似する事業所は、Ｈ

社のみであるところ、当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名

簿（以下「被保険者名簿」という。）により、申立人に係る厚生年金保険

の被保険者記録は確認できず、申立期間①における健康保険の整理番号に

欠番が無いことから、申立人の記録が欠落したものとは考え難い。 

さらに、Ｈ社は、平成10年６月２日に厚生年金保険の適用事業所に該当



  

しなくなり、商業登記簿も既に閉鎖されており、当時の事業主は死亡して

いる上、前述のＨ社に係る被保険者名簿により、厚生年金保険の被保険者

記録が確認できる複数の者に照会しても、いずれも申立人を記憶していな

いと供述している。 

加えて、前述の複数の者の供述から、Ｈ社とＡ社Ｂ事業所との関連もう

かがうことはできない上、雇用保険の被保険者記録においても、申立人の

申立期間①に係る被保険者記録が確認できないため、申立人が勤務したと

する事業所名を特定することができず、申立人の申立期間①における勤務

実態、厚生年金保険の加入状況及び厚生年金保険料の控除について確認で

きる供述及び関連資料を得ることができない。 

 なお、Ａ社Ｂ事業所については、申立人は、申立期間①は高等学校の夜

間部に通学していた期間であると供述しているが、当該事業所に係る被保

険者名簿により、申立期間①当時、毎年４月１日に多数の者が厚生年金保

険被保険者の資格を取得していることが確認できるところ、昭和43年４月

１日に被保険者資格を取得している者は、生年月日などから判断すると、

昭和42年度に高等学校を卒業した者であることがうかがわれる上、43年４

月１日以外に被保険者資格を取得している者についても、資格取得時に18

歳以上であることが確認できる。 

また、Ｃ社Ｄ工場は、「当社は申立期間①に係る関連資料を保存してい

ない。」と回答している上、当該事業所に係る被保険者名簿により、厚生

年金保険の被保険者記録が確認できる複数の者は、「申立人についての記

憶は無い。さらに、Ａ社Ｂ事業所に正社員として採用されたのは、原則と

して高等学校卒業の新規採用者であり、正社員は入社と同時に厚生年金保

険に加入していたと思うが、正社員のほかに、請負業者等の従業員も多数

出入りしており、これらの請負業者等の従業員を当該事業所が厚生年金保

険に加入させることはなかったと思う。」と供述しており、他の複数の者

も、いずれも申立人を記憶していないと供述していることから、申立人の

申立期間①におけるＡ社Ｂ事業所での勤務実態、厚生年金保険の加入状況

及び厚生年金保険料の控除について確認することはできない。 

 

２ 申立期間②については、申立人は当該期間に勤務した事業所名を「Ｆ」店

と供述しているが、適用事業所名簿によれば、当該事業所は厚生年金保険

の適用事業所として確認できない。 

また、当該事業所の名称に類似の事業所として、Ｉ社が申立期間②にお

いて厚生年金保険の適用事業所であることが確認できるものの、当該事業

所に係る被保険者名簿によりＩ社はＦ店と業種が異なっていることが確認

できるとともに、申立人に係る厚生年金保険の記録は確認できず、申立期

間②における健康保険の整理番号に欠番も無い。 



  

さらに、雇用保険の被保険者記録においても、申立人の申立期間②に係

る被保険者記録は確認できない上、申立人は、同僚の名前を記憶しておら

ず、申立人の申立期間②における勤務実態、厚生年金保険の加入状況及び

厚生年金保険料の控除について確認できる供述及び関連資料を得ることが

できない。 

 

３ 申立期間③については、申立人は、「Ｇ社に勤務した当初は、正社員とは

異なる勤務形態だったかもしれない。」と供述しているところ、Ｇ社に係

る被保険者名簿により、厚生年金保険の被保険者記録が確認できる者は、

「Ｇ社に入社した当初はアルバイト採用の期間があり、その後正社員に採

用されたときに厚生年金保険に加入したと思う。申立人は正社員に採用さ

れる前に退社したように記憶している。」と供述している。 

また、前述の被保険者名簿において、申立人に係る被保険者記録は確認

できず、申立期間③における整理番号に欠番も無いことから、申立人の記

録が欠落したものとは考え難い上、雇用保険の被保険者記録においても申

立期間③において申立人の当該事業所に係る被保険者記録は確認できない。 

さらに、Ｇ社は、「申立期間③に係る人事記録等の関連資料を保存して

いない。」と回答している上、前述の被保険者名簿により、厚生年金保険

の被保険者記録が確認できる複数の者に照会しても、申立人の申立期間③

における厚生年金保険料の控除等について供述を得ることができないこと

から、申立人の申立期間③における厚生年金保険の加入状況及び厚生年金

保険料の控除について確認できる関連資料及び供述を得ることができない。 

 

４ 申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、このほか、申立てに

係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 2855 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男   

    基礎年金番号 ：    

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生   

    住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38年８月１日から 40年８月１日まで 

Ａ社（代表者は、Ｂ）に勤務していた申立期間に係る厚生年金保険の被

保険者記録が確認できない。途中で、同社はＣ市Ｄ区に移転し、会社名を

Ｅ社に変更したが、継続して勤務していたことは間違いないので、申立期

間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間において、Ａ社（代表者は、Ｂ）に勤務したと主張し

ているが、申立人が記憶する同僚は、「Ｂ氏は個人で工場を経営しており法人

化していなかった。」と供述している上、適用事業所名簿において、当該事業

所に該当する厚生年金保険の適用事業所は確認できず、商業登記簿にも見当た

らないところ、適用事業所名簿には、Ｆ工場（代表者は、Ｂ）が、昭和 38 年

11 月 1 日から 40 年６月１日までの期間に厚生年金保険の適用事業所に該当し

ており、申立人が記憶する複数の同僚も、Ｆ工場に係る健康保険厚生年金保険

被保険者名簿において厚生年金保険の被保険者記録が確認できることから判断

すると、申立人が勤務していたとする事業所は、Ｆ工場であることがうかがえ

る。 

また、申立人のＦ工場での勤務内容に係る具体的な供述及び同僚の供述か

ら判断すると、期間の特定はできないものの、申立人が申立期間においてＦ工

場に勤務していたことは推認できる上、雇用保険の被保険者記録において、申

立期間のうち昭和 40年３月 26日から同年８月１日までの期間については、Ｅ

社で勤務していたことが確認できる。 

しかしながら、適用事業所名簿において、Ｆ工場が厚生年金保険の適用事

業所に該当することになったのは、昭和 38年 11月１日であり、申立期間のう



  

ち同年８月１日から同年 10月 31日までの期間は、厚生年金保険の適用事業所

に該当していないところ、Ｆ工場に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に

おいて、同工場が厚生年金保険の適用事業所となる以前から勤務していたと供

述している者は、同年 11 月１日に厚生年金保険被保険者の資格を取得してお

り、同年８月１日から同年 10月 31日までの期間については厚生年金保険の被

保険者記録は確認できない。 

また、Ｆ工場が厚生年金保険の適用事業所に該当していた昭和 38 年 11 月

１日から 40 年６月１日までの期間において、Ｆ工場に係る健康保険厚生年金

保険被保険者名簿により、申立人及び申立人が名前を記憶する同僚のうち複数

の者に係る厚生年金保険の被保険者記録は確認できないことから判断すると、

当時、Ｆ工場では、すべての従業員を必ずしも厚生年金保険に加入させていた

とは限らない事情がうかがえる。 

さらに、前述の被保険者名簿において、当該期間における健康保険の整理

番号には欠番が無いことから、申立人の記録が欠落したものとは考え難い。 

加えて、適用事業所名簿において、Ｅ社が厚生年金保険の適用事業所に該

当することになったのは、昭和 40 年８月１日であり、雇用保険の被保険者記

録において、申立人がＥ社で勤務していたことが確認できる同年３月 26 日か

ら同年７月 31 日までの期間は、厚生年金保険の適用事業所に該当していない

ことが確認できるところ、Ｅ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によ

り同年８月１日に厚生年金保険被保険者の資格を取得したことが確認できる同

僚（Ｆ工場から引き続き勤務していると供述する９人の同僚を含む。）の 36

人全員は、オンライン記録により、申立期間のうち、Ｆ工場が厚生年金保険の

適用事業所に該当しなくなった同年６月１日からＥ社が厚生年金保険の適用事

業所に該当する直前の同年７月 31 日までの期間について厚生年金保険の被保

険者記録が確認できない。 

また、Ｆ工場及びＥ社は、現在事業を廃止しており、当時の関連資料は

残っておらず、事業主に連絡も取れないことから、申立人の申立期間における

厚生年金保険の加入状況及び厚生年金保険料の控除について確認できる関連資

料及び供述を得ることができない上、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料

は無く、このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 2856 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男   

    基礎年金番号 ：    

    生 年 月 日  ： 昭和 24年生   

    住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 56年 10月１日から 58年 10月１日まで 

② 昭和 58年 10月１日から同年 11月 20日まで 

      前事業所の給与支給額が低かったので、Ａ社へ転職し、申立期間①当時の

給与支給額が約 17 万 5,000 円だった。その後、一度昇給があり、申立期間

②当時の給与支給額は約 18 万 3,000 円になった。給与支給額が上がるから

転職したにもかかわらず、転職前と後の標準報酬月額が同じであるのは納得

できないので、申立期間における標準報酬月額を実際の給与支給額に見合う

標準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間当時、Ａ社において社会保険事務を担当していたとする申立人の

元上司は、「当時の社長は、すべての従業員について実際に支給されていた給

与の支給総額に見合う標準報酬月額よりも必ず２等級から３等級低い金額で標

準報酬月額を決めており、私は社長が決定した標準報酬月額どおりの額を社会

保険事務所（当時）に届け出ていた。また、厚生年金保険と健康保険の保険料

の控除については、社長が決定した標準報酬月額に、当時の本人負担分の保険

料率を乗じた金額を給与から控除していたので、社会保険事務所に届け出た標

準報酬月額に基づく保険料を本人の給与から控除していた。」と供述している

ところ、申立事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿（以下「被保険

者名簿」という。）及びオンライン記録における標準報酬月額は、申立人が主

張する給与支給額に見合う標準報酬月額よりも３等級低い標準報酬月額となっ

ていることが確認できる。 

また、被保険者名簿によると、申立期間における申立人の標準報酬月額が

さかのぼって記録の訂正が行われたなどの不自然な形跡は認められない。 



  

さらに、オンライン記録によれば、Ａ社は平成 15 年５月 19 日に厚生年金

保険の適用事業所に該当しなくなっており、当時の賃金台帳等の関連資料は残

されておらず、申立人が名前を挙げた同僚に照会しても、当時の給与明細書等

の関連資料は所持しておらず、当時の給与支給額及び保険料控除額について、

申立内容を確認できる具体的な供述は得られない。 

加えて、申立人が、申立期間において、その主張する標準報酬月額に基づ

く厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが確認できる給

与明細書等の資料は無く、このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらな

い。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 2857 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を各事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 明治 45年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 27年２月から 29年４月まで  

（Ａ社） 

② 昭和 30年５月から 32年３月まで  

（Ｂ社） 

私の夫が保管していた「じん肺健康診断結果証明書」の「粉じん作業職

歴」欄には、申立期間①においてはＡ社に、また、申立期間②においては

Ｂ社に勤務していたとの記載があるにもかかわらず、年金事務所からは、

両申立期間中には、厚生年金保険の被保険者期間は無いとの回答であった。 

しかし、「じん肺健康診断結果証明書」により、申立期間中に両事業所

に勤務していたことは間違いないので、申立期間を厚生年金保険の被保険

者期間として認めてほしい。 

（注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求めて 

行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人の妻は、申立人に係る「じん肺健康診断結果

証明書」の「粉じん作業職歴」の記載内容から、申立人がＡ社に勤務して

いた旨申し立てているが、Ｃ労働基準監督署及びＤ病院（「じん肺健康診

断結果証明書」において確認できる、同証明を当時行ったとされる医師が

所属した病院）の各担当者は、同証明書の「粉じん作業職歴」は、粉じん

作業従事者本人が記載したものであり、行政機関が証明したものではない

旨説明している 

また、前述の証明書の「粉じん作業職歴」において、申立期間①に係る

Ａ社における勤務期間として昭和 27 年２月から 29 年９月までの期間及び



  

申立期間②に係るＢ社における勤務期間として 29 年 10 月から 32 年３月ま

での期間が記載されているところ、両勤務期間は、申立人に係る厚生年金

保険被保険者台帳（旧台帳）においても記録が確認できる、Ｅ事業所に係

る厚生年金保険の被保険者期間（昭和 29 年４月 25 日から 30 年４月１日ま

での期間）とそれぞれ一部重複するなど、当該証明書の記載内容と厚生年

金保険の被保険者記録は符合していないことなどから判断すると、当該証

明書を根拠としてＡ社における勤務実態を推認することは困難である。 

さらに、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿では、申立期間

①において、申立人に係る厚生年金保険の被保険者記録は確認できず、健

康保険の整理番号に欠番が無いことから、申立人の記録が欠落したものと

は考え難い。 

加えて、適用事業所名簿によれば、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業

所に該当しなくなっている上、当時の事業主及び事務担当者は特定できず、

前述の被保険者名簿により、申立期間①当時、厚生年金保険の被保険者記

録が確認できる同僚二人は、「申立人についての記憶は無い。申立期間①

当時の厚生年金保険の加入状況については分からない。」と供述しており、

申立人の申立期間①における勤務実態、厚生年金保険の加入状況及び厚生

年金保険料の控除等について確認できる関連資料及び供述を得ることがで

きない。 

なお、前述の旧台帳において、申立人が昭和 29 年４月 25 日に厚生年金

保険被保険者資格を取得していることが確認できるＥ事業所については、

同事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に「Ｅ事業所Ｆ出張

所」との記載があること、及び同被保険者名簿により厚生年金保険の被保

険者記録が確認できる同僚一人の供述から判断すると、同事業所は、Ａ社

の下請会社であったと推認されるが、同被保険者名簿では、申立期間①に

おいて、申立人に係る厚生年金保険の被保険者記録は確認できない上、当

時の事業主及び事務担当者は特定できず、前述の同僚一人を含む同僚４人

は、「申立人に係る記憶は無く、当時の厚生年金保険の加入状況に関する

情報については分からない。」と供述しており、申立人の申立期間①にお

ける勤務実態、厚生年金保険の加入状況及び厚生年金保険料の控除等につ

いて確認できる関連資料及び供述を得ることができない。 

 

２ 申立期間②について、申立人の妻は、申立人に係る前述の証明書の「粉じ

ん作業職歴」の記載内容から、申立人がＢ社に勤務していた旨申し立てて

いるが、前述１のとおり、当該証明書の記載内容と厚生年金保険の被保険

者記録は符合しないことなどから判断すると、当該証明書を根拠として同

社における勤務実態を推認することは困難である。 

また、Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿では、申立期間②



  

において、申立人に係る厚生年金保険の被保険者記録は確認できず、健康

保険の整理番号に欠番が無いことから、申立人の記録が欠落したものとは

考え難い。 

さらに、適用事業所名簿によれば、Ｂ社は既に厚生年金保険の適用事業

所に該当しなくなっている上、当時の事業主及び事務担当者は特定できず、

前述の被保険者名簿により、申立期間②当時、厚生年金保険の被保険者記

録が確認できる同僚６人から聴取しても、申立人を記憶していると供述す

る同僚はおらず、「『組』といって、個人で作業員を集めて、下請けで勤

務している人達が、現場作業員の中にはいた。」との供述があるなど、申

立人の申立期間②における勤務実態、厚生年金保険の加入状況及び厚生年

金保険料の控除等について確認できる関連資料及び供述を得ることができ

ない。 

 

３ 申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことを確認できる給与明細書等の資料は所持しておらず、このほ

か、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を各

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 2858 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男  

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42年５月ごろから 45年７月１日まで              

昭和 42 年５月ごろに、私の父の紹介でＡ社に入社し、50 年７月に退職す

るまでの期間において勤務していたが、申立期間の厚生年金保険の被保険

者記録が確認できなかったので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の被保険者記録により、申立人が、申立期間のうち、昭和 44 年６

月１日から 45 年７月１日までの期間においてＡ社に勤務していたことは確認

できる。 

しかしながら、申立期間のうち、昭和 42 年５月ごろから 44 年５月 31 日ま

での期間については、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、申

立期間当時、厚生年金保険の被保険者記録が確認できる複数の同僚の供述、及

び改製原戸籍の附票において、申立人は、同年４月８日に、Ｂ県Ｃ町から同社

の所在地であるＤ県Ｅ市Ｆ区に転居した旨記録されていることなどから判断す

ると、申立人の当該期間における勤務実態を推認することができない。 

また、前述の被保険者名簿では、申立人について、昭和 45 年７月１日に厚

生年金保険被保険者の資格を取得し、50 年７月 29 日に同資格を喪失した後、

51年 12月１日に同資格を再度取得し、56年３月 1日に同資格を喪失している

旨記録されており、申立期間において、厚生年金保険の被保険者記録は確認で

きないところ、当該記録は、厚生年金保険被保険者記号番号払出簿及びＡ社が

独自に作成している厚生年金保険の被保険者記録と一致する。 

さらに、前述の被保険者名簿において、申立期間当時、厚生年金保険の被

保険者記録が確認できる同僚 13 人について、雇用保険の被保険者記録を確認



  

したところ、当該同僚のうち、８人については、厚生年金保険被保険者資格の

取得日が雇用保険被保険者資格の取得日と一致しているものの、二人について

は、雇用保険の被保険者記録が確認できず、残る３人については、申立人と同

様に、厚生年金保険被保険者資格の取得日が雇用保険被保険者資格の取得日と

一致していないことから判断すると、事業主は、当時、従業員について、必ず

しも雇用保険の加入と同時に厚生年金保険に加入させていたとは限らない状況

がうかがわれる。 

加えて、Ａ社は、「申立期間当時の事情については、当社が独自に作成し

ている厚生年金保険の被保険者記録以外の資料は保管されていないため、詳細

は不明である。」と回答している上、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料

を所持しておらず、このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控

除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 2859 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 60年２月１日から 61年 10月１日まで              

年金事務所の記録によれば、Ａ社の申立期間における標準報酬月額は、

15 万円となっているが、同社における報酬月額は 30 万円であったので、申

立期間における標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票では、厚生年金保

険被保険者資格の取得時である昭和 60 年２月１日及び標準報酬月額の算定が

行われた同年 10月１日において、標準報酬月額が 15万円と記録されており、

当該標準報酬月額は、オンライン記録上の標準報酬月額と一致していることが

確認できるところ、前述の被保険者原票から、申立期間当時、厚生年金保険の

被保険者記録が確認できる同僚二人が記憶するそれぞれの報酬月額に見合う標

準報酬月額は、当該被保険者原票及びオンライン記録で確認できる標準報酬月

額とほぼ符合していることが確認できる。 

また、前述の被保険者原票及びオンライン記録において、申立人及び同僚

の標準報酬月額がさかのぼって減額訂正されるなど、不自然な形跡は確認でき

ない。 

さらに、法人登記の記録では、申立期間において、申立人はＡ社の代表取

締役である旨確認できるところ、オンライン記録の事業所記録照会回答票（基

本記録）においても、申立人が事業主であると記録されている上、申立人も、

自身が事業主として社会保険関係手続の一切を担当していた旨供述している。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

（以下「特例法」という。）第１条第１項ただし書きでは、特例対象者（申立

人）が、当該事業主が厚生年金保険の保険料納付義務を履行していないことを



  

知り、又は知り得る状態であったと認められる場合については、記録訂正の対

象とすることはできない旨規定されている。 

これらのことから、仮に、申立人が、その主張する標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることができた

としても、申立人は、上記のとおり、特例法第１条第１項ただし書きに規定さ

れる「保険料納付義務を履行していないことを知り、又は知り得る状態であっ

たと認められる場合」に該当すると認められることから、申立期間については、

同法に基づく記録訂正の対象とすることはできない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 2860 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、船員保険被保険者として船員保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男   

    基礎年金番号 ：    

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生   

    住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 43年２月 28日から 44年２月１日まで 

② 昭和 44年２月 22日から同年７月 16日まで 

③ 昭和 44年 12月 26日から 47年３月３日まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）が所有するＣ丸（船舶名称の変更後は、Ｄ号）に船

長として乗り組んでいた期間のうち、申立期間に係る船員保険の被保険者記

録が確認できない。 

船員手帳を所持しており、同社で勤務していたことは事実であるので、

申立期間を船員保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が所持する船員手帳の記録及びＡ社に係る船員保険被保険者名簿に船

員保険の被保険者記録が確認できる複数の同僚の供述から判断すると、申立人

がすべての申立期間においてＡ社が所有するＣ丸に乗り組んでいたことは推認

できる。 

   しかしながら、当時、Ａ社において陸上で勤務していたとする同僚は、「Ｃ

丸は、日本船籍のままＤ号と船舶名称を変更して、操業していた。Ｄ号はＥ国

で魚類を獲っていたが、Ｄ号に乗り組んでいた船員の賃金はＡ社からではなく、

現地に設立した合弁企業から支払われていた。Ｄ号に乗り組んでいた船員は、

Ｅ国に向けて出港したときに船員保険被保険者の資格を喪失させ、船舶の整備

等で日本国に帰国したときに船員保険に加入させていたと思う。」、Ｄ号に航

海士として乗り組んでいたとする同僚は、「Ｄ号に乗り組み、船長であった申

立人の下でＥ国において、４か月の間、漁業に従事した。私の所持する船員手

帳には、雇入れは昭和 44年２月 16日、雇止めは同年７月８日となっているが、

この期間に係る船員保険の被保険者記録は無い。Ｄ号は、トロール漁業の母船



  

として、冷凍加工を行う船舶だった。後で日本船籍から外国船籍に変わったと

聞いている。Ｅ国では、Ａ社とは別の会社の人が私たち船員の世話をしてくれ

ていた。」、申立人が乗り組んでいたＤ号とは別の船舶の船長としてＥ国で漁

業に従事していたとする同僚は、「当時、Ｆ号の船長として、日本船籍から外

国船籍に変えてＧ社の所属船舶としてＨ国、Ｅ国で漁業に従事していた。Ｇ社

は、Ａ社が 49％、残りの 51％をＧ社が出資して設立された合弁会社で、Ｅ国

にあった。Ｅ国のＩ湾で捕獲された魚類をＦ号とＤ号が冷凍加工し、Ｇ社が日

本国に輸出していた。収益金はＧ社に入り、船員の人件費を含めたコストはＧ

社が負担していた。Ｃ丸はＤ号と船舶の名称だけを変更し、日本船籍のままＧ

社と裸傭船契約を締結していた。Ｄ号に乗り組んでいた船員は、雇用主がＧ社

であるので、Ｅ国では船員保険の継続加入ができなかったはずである。」とそ

れぞれ供述しているところ、前述の被保険者名簿において、Ｅ国で漁業に従事

していたとする当該複数の同僚について、それぞれがＥ国で漁業に従事してい

たとする期間に係る船員保険の被保険者記録が確認できない。 

   加えて、陸上で勤務していたとする前記の同僚は、「Ｄ号に乗り組んでいた

船員の賃金はＡ社からではなく、現地に設立した合弁企業から支払われてい

た。」と供述しているところ、昭和 54 年３月９日付けの社会保険庁通達にお

いて、日本人たる船員であっても本邦に住所を有さない船舶所有者（雇用主）

に雇用されている場合には、乗り組む船舶の国籍にかかわらず船員保険が適用

されないこととなる旨定められており、国の所管局は、船員法上の「雇用主」

とは、船員を雇っている者であり、賃金を支払っている者のことである旨回答

している。 

   また、Ｊ組合は、「船員保険は、船員法第１条の規定に該当する船舶、日本

国の船籍に乗り組む船員に適用されるものである。当時、海外に合弁会社を設

立する会社が多くなり、Ｅ国に合弁会社を設立しようとする会社は、船舶を日

本から持って行ってＥ船籍にすることが多かった。Ｅ船籍にしていれば、その

船舶に日本人の船員が乗り組んでいても、当該船員については、船員保険法の

適用除外となる。日本船籍の船舶をＥ国に持っていくまでの期間については日

本国の法律が適用されるが、Ｅ国に着けば船員保険の加入は継続されない。」

と回答している。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、すべての申立期間において申立

事業所に雇用されておらず、船員保険法が船員保険の被保険者と規定する船員

に該当していなかったと推認される。 

さらに、前述の被保険者名簿によれば、申立人は、申立期間①直前である

昭和 43年１月１日に船員保険被保険者の資格を取得し、同年２月 28日に同資

格を喪失していること、申立期間②直前である 44 年２月１日に同資格を再度

取得し、同年２月 22 日に同資格を再度喪失していること、及び申立期間③の

終期から８か月後の 47 年 11 月１日に同資格を再々度取得し、同年 12 月９日



  

に同資格を再々度喪失していることが確認でき、当該記録はオンライン記録と

一致している上、当該期間以外の期間において、申立人に係る船員保険の被保

険者記録は確認できない。 

加えて、Ｂ社では、「申立人に係る関連資料等は保存しておらず、申立内

容を確認できない。」と回答している上、前述の船員保険の被保険者記録が確

認できる複数の同僚からも、申立人の申立期間における船員保険料の控除につ

いて供述を得ることができないことから、申立人の申立期間における船員保険

の加入状況及び船員保険料の控除等について確認できる関連資料及び供述を得

ることができない。 

   また、申立人が申立期間に係る船員保険料を事業主により給与から控除され

ていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、このほか、申立人の申立

期間における船員保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見

当たらない。 

   これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が船員保険被保険者として申立期間に係る船員保険料を事業主により給与か

ら控除されていたと認めることはできない。 

 

 


